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併

も
う

一
つ
の
太
平
記
評
判

1
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵

『
太
平
記
評
判
秘
伝
紗
』
解
説
及
び
翻
刻
(巻
三
・
巻
+
六
)
1

長8

坂

成

行

『
太
平
認
評
判
秘
伝

理
尽
妙
』

の
諸

本
の
調
査

の
過
程

で
、

目
録
類

に

『
理
尽
妙
』

の

一
伝
本

と
し

て
載

る
群
馬
大
学

附
属

図
書

館
新

田
文
庫
蔵

『
太
平
記

評
判
秘
伝
紗
』

よ
、

『
理
尽
紗
』

と
は
異

な
る
太

平
記
評
判

書

の

一。種

で
あ

る
こ
と
が

判
明
し
た
。

ま

た
九
州
大
学
附
属

図
魯
館
蔵

『
楠

公
兵
法
』

も

こ
れ

と
同

一
内
容

で
あ

っ
た
の
で
、

両

伝
本

に

つ
い
て
の
基
礎

的
な
解
説

を
施

し
、

後
者
を
底
本

に
し
て
、
楠
正

成

(
評
判
書

の
世
界

で
最
も
多
く
扱

わ
れ

る
重
要

人
物

)

の
登
場

と
討

死
を
評

し
た
巻

三

・
巻
十

六

を
翻
刻
し
た
。

こ
の
書

は
評

・
伝

に
お
い

て

『
理
尽
紗
』

に
重
な

る
所

が
あ
り

『
理
尽

紗
』

と
全
く
無
関
係

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

『
理
尽
紗
』

に
見
え
な
い
独
自

の
異

伝
も
あ
り
、
ま
た
正
成

に
対

す
る
評

に
も

『
理
尽
紗
』

と
は
異
賀

な
面

が
み
ら
れ
、

太

平
記
評
判
書

の
生
成

・
享
受

を
探

る
上

で
重
要
な
資
料

と
言
え
る
。

序

太
平
記
評
判
書
と
総
称
さ
れ
る
①

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
紗
』

(以
下

『理
尽

紗
』
と
略
称
)

・
②

『
太
平
記
評
判
私
要
理
尽
無
極
紗
』

(
『無
蕊

ζ
)

・
③

『
太

平
記
理
尽
図
経
』

(
『図
経
』
)

・
④

『
太
平
記
大
全
』

(
『大
全
』
)

・
⑤

『
太

平
記
綱
目
』

(
『綱
目
』
)
の
う
ち
、
諸
書
の
も
と
に
な

っ
た
の
は
①

『
理
尽
紗
』

で
、
②
以
下
の
著
作
は

『
理
尽
紗
』
を
継
承

・
摂
取
、
或
い
は
対
抗
し
て
、
結
果

ハ
ヨ

ピ

と
し
て
様
々
な
転
成
を
と
げ
た
こ
と
は
、
近
時
、
加
美
宏

・
今
井
正
之
助
氏
ら
の

手
に
よ
っ
て
漸
く
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

『
理
尽
紗
』

諸
本
の
研
究
は
大
部
な
た
め
も
あ

っ
て
全
体
的
に
は
未
だ
し
で
は
あ
る
も
の
の
、

例
え
ば
加
美
氏
は
、

『
国
書
総
目
録
』

に

『
無
極
紗
』
の
唯

一
の
写
本
と
し
て
載

ハ
の

り

る
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
本
は
、
実
は

『
理
尽
妙
』
の
写
本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

ま
た
今
井
氏
も

『
国
書
』
補
遺
編
所
載
の
滋
賀
大
学
蔵

『
無
極
釜

は

『
理
尽
紗
』

ロリ
リ

の
写
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
が
に
し
、
徐
々
に
成
果
が
見
え

つ
つ
あ
る
。

さ
て

『
国
書
』
第
五
巻
の

『
太
平
記
評
判
秘
伝
紗
』
の
項
に
、

四
〇
巻

一
〇
冊
⑳
楠
公
兵
法

(外
)
㊨
兵
法
⑭
沢
正
博
㊥
九
大

(妬
耳

と
あ
る
。
ま
た

『
古
典
籍
総
合
目
録
』
第

二
巻
に
載
る

『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽

妙
』
の
条
に
は
、ヨ

㊧
群
馬
大

(
「太
平
記
評
判
秘
伝
抄
」
巻
一

～
四
〇
、
貞
享
五
写
、
五
冊
)

(85
頁
)

と
あ
る
。

こ
の
二
書
は
、
書
名
を

一
見
し
た
限
り
で
は

『
理
尽
紗
』
か
と
思
わ
れ

る
が
、
調
査
の
結
果
、

『
理
尽
妙
』
と
は
別
の
太
平
記
評
判
書
の

一
種
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
以
下
は
そ
の
報
告
で
あ
る
。

■
■

書

誌

〔
一
〕
楠
公
兵
法

(以
下

「九
大
本
」
と
略
称
)

①
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
架
蔵
番
号
伽
タ
7
。
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良奈

②
全
十
冊
四
〇
巻
、
楮
紙
袋
綴
の
写
本
。

③
標
色
表
紙
。
大
き
さ
縦

二
四

・
0
糎
、
横

一
六

・
九
糎
。
表
紙
左
上
に
題
叢

(

無
辺
)
を
貼
り

「楠
公
兵
法

一

二
」

の
如
く
墨
書
。

④
内
題

「
太
平
記
評
判
秘
伝
鉾
巻
第

一
」

⑤
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
り
。

一
面
九
行
、
但
し
薄
漂
色
の
界
を
引
く
。
界
高

一

六

・
O
糎
、
界
幅

一
・
四
糎
。
読
点

・
訓
点
を
付
す
。
丁
数
は
各
冊

(
二
巻
分
)

約
三
〇
丁
前
後
。

⑥
印
記
、

「
九
州
帝
国
大
学
図
書
印
」

の
他
、
各
冊
巻
頭
或
い
は
巻
尾
の
下
方
に

「藤
原
正
博
」

(正
方
形
・
陽
文
)
の
朱

印
。
な
お

『
国
書
』
は
本
書
を
沢
正
博
作

と
す
る
が
、
書
写
と
す
べ
き
と
こ
ろ

か
。
沢
正
博
は
藤
原
正
博
の
こ
と

(後
述
)
。

⑦
筆
跡
は
二
筆
か

(但
し
筆
の
太
細
の
差
で
、
或
い
は
同
一
人
の
筆
か
)
。
書
写
年
代
は

江
戸
末
、
沢
正
博
書
写
と
す
れ
ば

一
八
〇
〇
年
代
前
半

(後
述
)
。

⑧
第
十
冊
目
の
末
尾
に
著
者
践
ら
し
き

一
文
が
あ
る
。

ワ

ワ

【
A
】
右
此
書
、
先
祖
正
成
伝
来

ノ
軍
書
、
予
乞

相
伝

之
刻
、

父
是

ヲ

づ

ニ

疑
テ
、
其

.
軍
意

ノ
将
道
ヲ
披

ル
、
故

元
亨
年
中
ヨ
リ
、
貞
治
之
始

二
至

ル
迄
天

下
大

.一
乱
レ
、
本
朝
ノ
武
民
身

ヲ
不

安

琴

置

ク
昌
、
百
千
ノ
舞

ヲ
顕
ス
、
然

乃

ヲ
時

ノ
学

士

、

日

々

日

ヲ
カ

一

・
、

是

,
太

平

記

ト

名

シ

テ
、

秘

シ

テ
世

二
登

ス
、

予

依

.
父

ノ
命

、

此

書

二
評

判

ヲ

加

テ
、

の

ニ

伝
来

ノ
軍
書
、
其

,
深
意
ヲ
合
テ
、

父

二
是
ヲ
奉

ル
、
語
言
煩

ク
シ
テ
、
其
意

ヲ

璽

謙
鱒
短
殊
雛
ノ暴
郵

警
.翅

騨

レ

ニ

づ

ニ

カ
レ

フ
コ
ト

秘

シ

テ
以

テ

他

家

莫

与

、

(
読
点

・
訓
点
は
私
意
に
ょ
る
。
行
間
は

〔
二
〕
新

レ

田
文
庫
本
の
駿
文
と
の
校
異
)

〔
二
〕
太
平
記
評
判
秘
伝
妙

(以
下

「新
田
本
」
)

①
群
馬
大
学
附
属
図
書
館
新
田
文
庫
蔵
、
架
蔵
番
号
Z
曽
O
・畠
-
目
巴
h。ゴ

②
全
五
冊
四
〇
巻
、
楮
紙

(や
や
薄
手
)
袋
綴
写
本
。

③
藍
色
表
紙
。
大
き
さ
縦

二
七

・
四
糎
、
横

一
九

・
七
糎
。
表
紙
左
上
に
題
簑

(

鋸
辺
)
を
貼
り
、
次
の
如
く
墨
書
。

ゆ

「
太
平
記
評
判

仁

一
ノ
五
」

(
i
冊
目
)
、

二
冊

目
以
降
、
*
の
部
分

「義

・
礼

・
智

・
信
」
巻
数
は

「
六
ノ
十

=

「
十
ニ
ノ
十
八
」

「十
九
ノ
升

七
」

「升
八
ノ
四
十
止
」
と
あ
る
。

④
内
題

「太
平
記
評
判
秘
伝
紗
巻
第

一
」

⑤
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
り
、

一
面
十
二
行
、
字
高
約
二
四

・
五
糎
。
読
点

・
訓

点
な
ど
な
し
。
朱
に
よ
る
校
正
が
ご
く
僅
か
あ
り
。

⑥
印
記
、

「群
馬
大
学
附
属
図
書
館
蔵
書
」

の
朱
印
の
他
、
見
返
し
に

「新
田
義

美
氏
寄
贈
」
の
ス
タ
ソ
プ
印
あ
り
。

一
丁
目
表
の
右
下
に

「新
田
岩
松
家
蔵
印
」

の
朱
印

(円
形
・
陽
文
)
。

⑦
筆
跡
は
全
巻

一
筆
。
奥
書
の
年
次
は
貞
享
五

(
一
六
入
八
)
年

で
、
こ
れ
に
さ

程
遠
か
ら
ぬ
江
戸
中
期
の
写
し
か
。
九
大
本
よ
り
書
写
年
代
は
古
い
が
、
翻
刻

に
み
る
よ
う
に
新

田
本
の
方
に
誤
脱
が
目
立
つ
。
ま
た
新
田
本
は
各
冊

の
冒
頭

に
総
目
録
を
置
く
が
九
大
本
に
は
な
い
。
両
本

の
間
に
直
接

の
関
係
は
な
い
。

⑧
第

二
冊
～
第
五
冊
の
末
尾
に
次
の
如
き
識
語
あ
り
。

〔
B
〕
太
平
記
評
判
書
者
、
往

々
令

訓
開
板

一
行

"
於
世

一一
其
類
屡
魑

シ
、
此

書
、
在
り
太
夫

,
武
庫

昌
々
外
不
出

,
書
、
然

ル
.一
幕
下
之
士
河
内
氏
某
道
人
、

ニ

　

有

テ
由

而
伝

へ
之

,
不

許

曽
他

見

.
、

予

廟

.
惟

昌
之

,
、

大

概

、

錐

.
正

ニ

レ

レ

レ

ニ

　

レ

略

づ
ト
簡

編

不

レ
滅

n
其
数

↓
、

難

詔
削

取

づ
ト
用

要

不

レ
失

"
其

評

↓
、

抜

葦

ハ

得

レ
術

,
、

亭

理

二

言
チ
不

レ
尽

専
、

思

h
バ
之

ヲ
則

.
於

"
他

昌
不

け
,
伝

,
異

本

ρ
ル
.
墜
、

必
　

、

一
字

一
行

妄

幌
昌
無

一
レ
成

け
之

ワ
、

万

言

万

読

誤

9
勿

一
点

メ
ル
之

,
、

自

,
励

シ
筆

力

.
以
為

ス
余

,
家

珍

卜
、

読

.
之

,
者

聖

テ
之

.願
、

レ

ニ

　

ニ

　

レ

レ

堂

暇

3
勉

強

↓
、

法

"
バ
戒

慎

『
、

其

.
身

業

非

コ
微

砕

弓
、

於

"
其

.
心

法

略
、

麓

業

何

ノ
捨

。
.
哉

、

造

次

顛

浦

念

…
バ
是

.
在

回
鼓

.
、

吾

門

之
小

子

、

不

レ

可

"
外

日
.
之

,
、

述

一
微

志

↓
紙
末

昌
書

け
之

.
、
希

ハ
欲

け
使

コ
.
墜
子

孫

,
,
.

誘

道

一
、

古

語

昌
日

タ
、

行

、
テ
有

"
パ
余

力

嚇
則

,
以

チ
学

け
,
文

,
謂

欽

、

勤

メ
.
ヤ
乎

汝

云

々
、
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貞
享
五
年
戌
辰
九
月
日

(読
嵐
'
訓
点
は
私
意
に
ょ
る
)
な
お
第

一
冊
目
の
末
尾
に
は

〔B
〕
は
な
く

「貞

享
五
年
云
々
」
の
年
時

の
み
が
あ
る
。
ま
た
第
五
冊
目
は

〔
B
〕
の
直
前

に
九

大
本

の
⑧
に
掲
げ
た

〔A
〕
を
持

つ
。

三

践
文

・
識
語
に
つ
い
て

そ
の
文
言
を
ど

こ
ま
で
信
頼

で
き

る
か
は
問
逼
が
多

い
が
、
前
掲

〔A
〕

・

〔
8
〕
の
識
語
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

〔
A
〕
は
本
書
成
立

の
由
来
を
著
者
が
記
し
た
と

い
う
形

で
、
ま
ず
冒
頭
に

「
先
祖
正
成
伝
来
の
書
、
予
相
伝
を
乞
ふ
の
刻
」
と
あ
り
、
自
ら
の
先
祖
を
正
成

と
す
る
。
末
尾
に

「吾
が
家
伝
の
兵
法
」
と
あ
る
の
と
照
応
し
、
楠
流
の
兵
法
家

を
自
称
す
る
物
謂

で
あ
る
。

「
父
是

を
疑

て
、
其
軍
意
の
将
道
を
披
め
る
」
と
あ

る
条
、
や
や
文
意
不
明
だ
が
、
予
の
記
す
所
に
従
え
ぱ
、
父
の
命

に
よ

っ
て

『
太

平
記
』

に
評
判
を
加
え
、
正
成
伝
来

の
軍
書
の
深
意
を
も
合
わ
せ
て
成

っ
た
の
が

本
書
で
あ
る
と
い
う
。

「此
書
に
評
判
を
加

へ
て
」
の
部
分
、

「
評
判
」
は

『
理

尽
紗
』
と
い
う
固
有
名
詞
の
謂
で
は
な
く
、
批
評

・
論
評
の
意
味
に
解
し
て
お
い

て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に

【8
〕
は
、

〔A
〕
よ
り
後

の
あ
る
享
受
者
が
本
書

の
伝
来

・
内
容

・
価

値
な
ど
に
つ
い
て
述

ぺ
、
本
書
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き

こ
と
を
勧
奨
し
た
も
の
で
あ

る
。
始
め
に
太
平
記
評
判
書
が
開
板

さ
れ
世
に
流
布
す
る
類
が
多
い
と
あ
る
が
、

板
本
と
し
て
は
、

○

『
理
尽
紗
』
…
…
正
保
二

(
一
六
四
五
)
年

○

『
無
極
紗
』
…
…
慶
安
二

(
.=
ハ
五
〇
)
年

○

『
図
経
』
…
…
…
明
暦
二

(
一
六
五
六
)
年

○

『
大
全
』
…
…
…
万
治
二

(
一
六
五
九
V
年

○

『
綱
目
』
…
…
…
寛
文
八

(
=
ハ六
八
)
年

O

『
理
尽
紗
』
…
…
寛
文
十

(
=
ハ七
〇
〉
年

の
各
年

に
刊
行
さ
れ

て
お
り
、
奥
書
の
年
記
で
あ
る
貞
享
五

(
一
六
八
八
)
年
の

時
点

で
は
、

「其
類
屡
彩
」
し
と
い
う
に
相
応
し
い
状
況
で
あ
る
。

「
太
夫
」
の

武
器
庫

に
あ

っ
た

「
不
出
の
書
」
を
幕
臣
河
内
氏
某
道
人
が
伝
え
た
、
と
い
う
の

は
正
成

の
根
拠
地
た
る
河
内
を
意
識
し
て
の
謂
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
の
大
概
に
つ

い
て

「
予
」
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

正
略
す
と
錐
も
簡
編
は
其
数
を
滅
せ
ず
、

削
取
す
と
難
も
用
要
は
其
評
を
失
せ
ず
、

と
あ
る
条
、
何
を

「
正
略
」

「
削
取
」
し
た
の
か
判
り
に
く
い
が
、

『
理
尽
紗
』

如
き
評
判
書
に
手
を
加
え
た
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
本
書
の
四
十
巻
と
い
う
数

は

『
太
平
記
』
と
変
わ
り
な
い
し
、
各
巻
に
平
均
し
て
評
は
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
本
書
を
他
に
伝
わ
ら
な
い
異
本
で
あ
る
と
評
価
し
、

「筆
力
を
励
ま
し
余

の
家
珍
」
に
し
た
と
い
う
。

こ
の
内
容
が
真
実
か
虚
偽
か
は
と
も
あ
れ
、
結
果
、

本
書
の
価
値
と
権
威
を
高
か
ら
し
め
る
た
め
の
践
文
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、

一

兵
法
家

(恐
ら
く
)
は
他
の
評
判
書
と
は
異
な
る
本
書
の
独
自
性
を
強
調
し
て
い

る
。な

お
内
容
か
ら
考
え
て

〔
B
〕
は
後
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
か
ら
は

〔
A
〕
の
み
を
持
ち

〔
B
〕
を
欠
く
九
大
本
の
方
が
古
い
形
で
あ
ろ
う
。

四

沢
正
博
に
つ
い
て

九
大
本
に
付
さ
れ
る
蔵
書
印

「藤
原
正
博
」
は
沢
正
博
と
思
わ
れ
、
こ
こ
で
こ

の
推
測
に
つ
い
て
述
ぺ
る
。

『
国
書
』
に
九
大
本
を
沢
正
博
作
と
す
る
が
根
拠
は

不
明
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
九
州
大
学
附
属
図
書
館
の
著
者
力
ー
ド
で
検
し
た
所
、

彼
の
書
写
本
と
し
て
以
下
の
十
点
余
が
存
し
た
。

①

二
矢
記

享
和
元

(
一
八
〇
こ

年
写

②
細
川
御
伝
記

文
化
元

(
一
八
〇
四
)
年
写

③
名
目
集

ロ
伝

文
化
ニ
ー

四

(
一
八
〇
五
-
七
)
年
写

④
楠
馬
兵
法

文
化
四

(
一
八
〇
八
)
年
写
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豪

⑤
銀
台
遣
事

文
化
五

(
一
八
〇
九
)
年
写

⑥
肥
後
国
志
草
稿

文
化
五
-
六

(
一
八
〇
九
⊥

O
)
年
写

⑦
藤
孝
公
御
覚
書

文
化
七

(
一
八

一」
)
年
写

⑧
芳
野
拾
遺
物
語

文
化
十
三

(
一
八
三
〇
)
年
写

(他
に
書
写
年
時
無
記
の
写
本
が
四
点
、
本
書
九
大
本
も
含
む
。
)

こ
の
う
ち
④

『
楠
氏
兵
法
』
は
そ
の
末
尾
に

「
文
化
四
丁
卯
年
七
月

沢
八
十
郎

藤
原
正
博
」

の
奥
書
が
あ
り
、
印
記

は
九
大
本
に
同

一
、
ま
た
筆
蹟
も
本
文
が
九

大
本
の
太
字
の
も
の
に
、
書
き
込
み
が
九
大
本
の
細
字
に
同
じ
と
看
倣
す
こ
と
が

出
来
、
よ

っ
て
九
大
本
の
書
写
者
も
沢

正
博
と
推
断
し
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
但
し
、

沢
正
博
の
素
姓
は
未
勘
で
あ
る
。
し
か
し
、
④
の
中
の

『
三
戦
要
略
抄
』
の
序
文

末
尾
に

「
肥
州
武
田
春
江
経
豊
」
と
あ
り
、
ま
た
右

の
②
⑥
⑦
の
書
、
及
び
書
写

年
時
未
詳
の

『
藤
孝
公
綿
考
輯
録
』

の
写
本
の
存
在
あ
た
り
か
ら
推
測
す
る
と
、

沢
正
博
は
肥
後
細
川
藩
の
関
係
者

で
、

文
化
年
間
を
中
心
に
活
麗
し
た
軍
学
者
か

と
思
わ
れ
る
。
因
に
九
州
大
学
附
属
図
書
館
に
は

『
太
平
記
大
全
』

(罧

タ
8
、

万
泊
二
年
板
本
、
但
し
漢
字
平
仮
名
交
り
本
三
十
四
冊
と
湊
宇
片
仮
名
交
り
本
十
六
冊
、
計
五
十
冊

の
取
り
合
わ
せ
本
、

「藤
原
正
博
」
の
印
あ
り
)
も
蔵
さ
れ
、

こ
の
書
で
注
目
す

べ
き
は
、

欄
上

・
欄
外
に
或

い
は
貼
紙
に
朱

・
藍

・
黒
の
三
色
で
お
び
た
だ
し
い
量
の
書
き

込
み

(
正
博
筆
か
)
が
施
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば

『
大
全
』
総
目
録
の

章
段
名
の
上
に
藍
色
の
丸
を
付
し
、

「楠
家
ノ
事
伝
評

二
有
之
印

百
七
十
五
ケ

条
」
、
朱
の
丸
を
付
し

「
無
評
印
四
十

ニ
ケ
条
」
な
ど
と
研
究
的
な
注
記
が
見
ら

れ
、
正
博
が

『
大
全
』
を
蔵
し
、
そ
れ

を
仔
細
に
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
如
実
に

窺
え
る
。
④

『
楠
氏
兵
法
』

の
書
き
込

み
中
に
は

『
大
全
』

の
巻
数

・
丁
数
が
何

度
も
見
え
て
お
り
、
九
大
本

『
秘
伝
紗
』

の
書
写
、

『大
全
』
の
注
記
と
も
併
せ

て
、
正
博
の
兵
学
者
と
し
て
の

一
連

の
研
鐵
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
推

測
に
終
始
し
た
が
、
今
後
正
博
の
閲
歴

の
究
明
、

『
楠
氏
兵
法
』
の
内
容
吟
味
、

『
大
全
』
書
き
込
み
の
検
討
等
が
必
要

で
、
こ
れ
ら
は
各
地
に
残
る
太
平
記
評
判

書
の
享
受
史
研
究
の

一
環
と
し
て
行

な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五

九
大
本

『
秘
伝
紗
』
の
棚
略

本
書
は
所
謂

『
理
尽
紗
』
と
は
別
の
評
判
書
で
あ
る
。
し
か
し

『
理
尽
紗
』
の

類
に
先
行
し
、
或
い
は

『
理
尽
妙
』
の
類
に
全
く
別
個
に
成
立
し
た
と
も
考
え
難

い
。

『
理
尽
紗
』
か
ら
の
影
響
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
巻
三

の
ω

「高
橋
又
四
郎
抜
懸
の
事
」
の
中
で
、
壬
申

の
乱
の
際
の
紀
友
清

の
抜
懸
の

ロの
ロ

例
を
出
す

(翻

囮
買
上
)
の
は
、

『
理
尽
詔

(
三
7
)

『
無
極
妙
』

(三
4
)
に

同
様

で
あ
る

(但
し
同
文
で
は
な
い
)
。
ま
た
ω

・
㈲

で
足
助

・
荒
尾
が
批
判
さ
れ

て
い
る

(翻

塒
頁
上
)
の
は

『
理
尽
紗
』

(
三
11
)

・
『
無
極
紗
』

(三
7
)
に
同

じ

(批
判
の
内
容
は
相
違
あ
り
)
。

一
方
で
、
例
え
ば
巻
十
六
の
③

「
西
国
峰
起
官
軍
進
発
事
」

の
中

で
、
正
成
が

義
貞
に
対
面
し
、
勾
当
内
侍
を
賜

っ
た
こ
と
を
直
接

に
非
難
す
る
話
が
あ
る
が

(

翻
……
頁
下
)
、

こ
れ
は

『
理
尽
妙
』

・
『
無
極
紗
』

に
は
な
い
コ
こ
う
し
た
本
書

独
自
の
伝
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
巻
五

「
大
塔
宮
熊
野
落
之
事
」
で
は
、
般
若
寺

で
宮
を
匿
ま

う
た
の
は
千
王
丸
と
い
う
十

三
歳
の
児
で
、
実
は
正
成
の
甥
で
あ

っ

た
、
な
ど
と
す
る
の
も

『
理
尽
紗
』
な
ど
に
は
見
え
な
い
話
の
よ
う
だ
。
先
行
す

る
太
平
記
評
判
書
に
漏
れ
た
伝
承
を
採
用
し
た
の
か
、
或
い
は
机
上
の
創
作
か
は

判
然
と
し
な
い
が
、
と
も
か
く

『
理
尽
紗
』
と
も

『
無
極
紗
』
と
も
異
る
独
自
の

評
判
書
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ハヨ

ま
た

『
理
尽
紗
』
に
は
楠
木
中
心
主
義
と
も
言
う
べ
き
側
面
が
あ
り
、
彼
の
言

動

・
作
戦
に
関
し
て
は
失
敗
も
含
め
て
賛
同
に
終
始
す
る
が
、
本
書
で
は
そ
の
正

成
を
も
相
対
化
す
る
面
が
あ
り
注
意
さ
れ
る
。
巻
三
の
ω

「
主
上
御
夢
の
事
」
で
、

帝

に

「
天
下
草
創
」
の
成
算
を
下
問
さ
れ
た
折
、
正
成
が
乱
の
原
因

(帝
の
非
)

を
奏
上
し
な
か

っ
た
の
は

「
理
に
暗
き
も
の
か
」
と
批
判
す
る

(翻

期
頁
上
)
。

巻
十
六
の
⑬

「
正
成
兄
弟
討
死
事
」

で
は
、
正
成
が

「前
な
る
敵
を
迫
払

て
」

「後
な
る
敵
を
次
に
討
ん
」
と
提
言
し
た
こ
と
が
宮
方
軍
敗
北
の
原
因
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
作
戦

の

「越
度
」
を
指
摘
す
る

(翻

㎎
頁
下
)
。
是
々
非
々
の
態
度
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で
正
成
に
対
し
て
も
批
判
を
呈
し
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
の

一
つ
と
言
え
よ
う

が
、
こ
の
辺
り
、
九
大
本
践
文

〔
A
〕

に
い
う
、

「
先
祖
正
成
伝
来
の
軍
書
」
の

「深
意
」
を
も
加
味
し
て
著
し
た
と
い
う
成
立
事
情
と
ど
う
係
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
他
、
巻
三
⑤

「
楠
入
敵
国
井
可
攻
誠
次
第
事
」
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
兵
法
書
的
傾
向
も
強
く
、
そ
の
際

「
口
伝
」

「
秘
伝
」

「
巻
物
」
が
存
在
す

る
か
の
如
く
記
す
秘
伝
的
要
素
も
強
い
。
九
大
本
の
外
題
を

『
楠
公
兵
法
』
と
す

る
所
以
で
も
あ
る
。
な
お
本
書
に
は

『
理
尽
紗
』

・

『
無
極
紗
』
に
見
ら
れ
る
合

戦
の
軍
陣
配
置
図
は
な
い
。

巻

一
「関
所
停
止
事
」

に
は
後
醍
醐

の
新
関
停
止
策
を
平
宰
相
成
輔
が
批
判
し
、

仁
道
に
よ
る
無
関
の
解
説
の
中

で

「
人
す
ま
ぬ
ふ
は
の
関
屋
の
い
た
び
さ
し
」
と

い
う
良
経

の
詠
を
証
歌
と
し
て
説
く
条
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

『
理
尽
鉾
』
な
ど
に

も
な
い
、

こ
の
怪
し
げ
な
説
は
、
ど
の
よ
う
な
方
面
に
通
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

忽
卒
の
調
査
の
上
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
検
討
は

す
べ
て
続
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
取
り
敢
え
ず
の
中
間
報
告
と
し
た
い
。

注

(
1
)
加
美
宏

「
『
太
平
記
大
全
』

に

つ
い

て
ー

『太
平
記
』
研
究
史
の
一
章
1
」

(
徳
江
元
正
編

『室
町
麟
文
詮
孜
」
所
収
、
切
・
皿
、
三
弥
井
書
店
)

・

「
『
太
平
記

評
判
』

に
関
す

る
補
説

1

「理
尽
紗
』
と

『備
極
鈴
乙
1
」

(長
谷
川
帽
編

「
太
平
記
と
モ
の
周
辺
』
所
収
、
窺

・
3
、
新
寡
社
)

・
「
『
太
平
記
綱

目
』
小
考
早

虞
立
と
薯
暑
を
め
ぐ
っ
て
ー

」
(
「同
志
社
国
文
学
」
ω
量

廟

・
3
)
、
今

井
正
之
助

「
『
南
木

記
』

・

『
南
木
武
鑑
』
考
ー

『理
尽
紗
』
に
蝿
る
細
著
の

生
虞
1
」

(
「日
杢

X
化
論
蓑
」
2
号
、
廟

。
3
)

・

「
太
平
記
評
判
書

の
転
成
-
巻
+
二

「河
内
国
逆
後
ノ
事
」
を
事
例
と
し
て
ー

」

(
「愛
知
教
青
大
学
研
究
報
告

〈
人
文
科
学
〉
」
佃
輯
、
製

・
盆
)

・

「

『
理
尽
⑳
己

と

『
無

極
紗
』

1
正
虞
関
係
記
事
の
比
較
か
ら
ー
」

(前
掲

「
太
平

田
と
モ
の
周
辺
』
所
収
)

他
。

(
2
)

『
太
平
記
享
受

史
論
考
』

(
窩

・
5
、
桜
楓
社
)
鎚
頁
。

(
3
)
注

(
1
)
の
今

井
氏
第

三
論
文

の
鵬
頁
。

(
4
)

『
理
尽
紗
』

は
正
保

二
年
板
本

(高
知
県
立
図
書
館
山
内
文
庫
藁
)

の
、

『
無
極
紗
』

は

内

閣
文
庫
蔵
板
本

の
巻
数

・
丁
数
を
示
す
。

(
5
)
注

(
2
)

の
書

脚
頁
。
小
稿

で
九
大
本

の
巻

三

・
十
六
を
翻
刻

し
た

の
は
、
正
成
の

登
場
と
死
を
ど
う
叙
述
し

て
い
る
か
を
窺
う
た
め

で
も
あ
る
。

僧

記

九
州
大
学
附
属
図
書
館

・
群
馬
大
学
附
属
図
書
館

に
は
貴
重
な
資
料

の
閲
覧

・
複
写
を
お

許
し

い
た
だ
き
、
翻
刻

の
御
許

可
も
賜
わ

っ
た
。
記
し

て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ

る
。
な
お
小

稿
は
平
成

六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(
一
般
研
究
伺
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部

で

あ
る
。



102第23号良 大 学 紀 要

九
州
大

学

附
属

図
書

館
蔵

『
太

平
記

評
判

秘
伝

紗
』

(外
題

『
楠
公
兵
法
』
)
巻

三

・
巻

十

六
翻

刻

本
翻
刻
に
際
し
て
は
次
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
た
。

一
、
九
大
本
は
巻
頭
目
録
を
欠
く
が
、
新
田
本
に
よ

っ
て
補
な
っ
た
。
そ
の
際
、

章
段
順
序
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字

(
括
弧
内
)
で
示
し
た
。
な
お
新
田
本

の
巻
頭

目
録
と
九
大
本
の
章
段
目
録
と
は

一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

一
、
底
本
は
漢
字
片
仮
名
交
り
で
あ
る
が
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
底
本
に
あ
る
読
点
を
付
す
が
、

さ
ら
に
私
意
に
よ
り
補
な

っ
た
。
人
名

・

地
名
等
の
列
挙

の
条
は
中
黒
点
を
用

い
る
。

一
、
文
中
の
会
話
文

・
古
典
の
引
用
な
ど
に
は

「

」
を
付
し
た
。

一
、
底
本
の
改
丁
は
」
で
示
し
、
欄
下
に

(
14
オ
)
の
如
く
記
し
た
。

一
、
底
本
の
漢
字

の
旧
字
体

・
略
字

・
異
体
字
は
現
行
字
体
に
改
め
た
。

一
、
底
本
に
あ
る
片
仮
名
付
訓
は
そ
の
ま
ま
片
仮
名

で
記
す
。
平
仮
名
付
訓
は

私
意
に
よ
る
。

一
、
濁
点
は
私
意
に
よ

っ
て
付
し
た
。

一
、
漢
文
的
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と

し
、
返
り
点
は
底
本
に
あ
る
も
の
の
他
、

私
意
に
ょ
り
補
な

っ
た
。

一
、
新
田
本
と
の
校
異
は
、
本
文
右

に
傍
線
を
引
き
行
間
に
漢
字
平
仮
名
交
り

(括
弧
内
)
で
記
し
た
。
(
ナ
シ
)拡
新
田
本
が
そ
の
部
分
を
欠
く
こ
と
を
示

す
。
・な
お
表
記
の
相
違
程
度
の
校
異
は
と
ら
な
い
。

太
平
肥
評
判
秘
伝
砂
巻
第
一昌
目
録

ω
主
上
御
夢
事
内
日
楠
主
上
へ
申
上
事

②
楠
敵
国
出
張
之
時
定
置
条
々
事

③
笠
置
軍
之
事

ω
高
橋
又
四
郎
抜
懸
事

⑤
楠
入
敵
国
井
可
攻
城
次
鉱
華

⑥
関
東
勢
笠
置
之
城
取
巻
挙
関
矢
合
之
流
鏑
舵
騨

⑦
足
助
次
郎
重
範
堅

一
木
戸
名
乗
事

⑧
荒
尾
兄
弟
討
死
之
事

⑨
陶
山
小
見
山
熊
谷
平
山
梶
原
佐
々
木
兄
弟
嘲
高
名
事

㈹
陶
山
小
見
山
乗
取
山
城
事

09
籠
城
之
時
城
中
制
法
之
事

働
主
上
笠
置
御
没
落
之
事

⑬
関
東
両
使
宇
治

へ
参
奉
謁
龍
顔
三
種
神
器
可
被
渡
由
申
上
る
事

oの
赤
坂
軍
之
事

⑮
桜
山
自
害
之
事

(
(※
)
⑤
と
⑥
は
本
文
で
は
入
れ
か
わ
る
。
)

太
平
記
評
判
秘
伝
紗
巻
第
三

ω
▲
主
上
御
夢
事

評

に
日
,
、
楠
内

々
我
が
智
謀
を
慢
じ
関
東
の
政
を
誹
観
蕊
げ
有
る
事
を
知

う

し
召
さ
れ
て
、
主
上
此
夢
を
作
て
、
士
卒
の
気
を
励
し
、
又
楠
を
御
頼
み
有
ら
ん

と
の
謀
に
於

て
は
、
理
を
知
て
智
を
発
す
処
也
、
若
又
実
に
夢
を
御
覧
ぜ
ぱ
、
夢

に

三
の
品
あ
り
、
思
夢

・
正
夢

・
妄
夢
是
也
、思
夢
と
は
常
に
我
が
思
ふ
所
を
見

る

を
云
な
り
、
正
夢
難

は
、
心
の
通
ず
る
処
に
依
て
善
悪
禍
福
等
の
夢
あ
り
、
去

れ
共
是
は
夢
見
る
者
の
」
正
心
の
志
し
起
る
時
に
、
作
業
の
事
に
依
て
、
善
悪
の

(ー
ウ
)

果
報
あ
る
事
を
見
る
、
是
正
夢
な
り
、
妄
夢
と
は
、
心
迷
乱
し
、
血
気
不

順
櫨
、

レ

故
に
色
体
悩
乱
し
て
、
妄
り
が
わ
し
き
夢
を
見
る
、
是
妄
夢
也
、
夢
を
用
る
事
、

理
に
約
し
て
用
時
は
可
也
、
理
を
捨

て
玉
夢
を
頼
聾
は
、
夢
中
の
夢
な
り
、
聖
人

に
夢
な
し
と
云
は
、
疑
惑
な
き
を
云
也
、
又
妄
想
の
無

レ
夢
を
以
て
云
り
、
黄
帝

へ
ん

は
夢

に
馬
反
じ
て
龍
と
成
て
、
是
に
乗
て
天
に
の
ぼ
る
と
見
玉
い
て
、
又
其
次
に
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し
ひ

赤
蛆
身
を
邊
と
見
給

て
入
十
日
に
し
て
、
位
に
登
り
給
と
云
り
、
其
外
尭
王

・
渇

な

っ
て
、
眼
前
に
横

へ
り
》
此
時
自
ら
手
を
拍
て
、
大
笑
す
る
,事
数
刻
馬
是
よ
り

王
等
の
」
瑞
夢
有
る
事
多
し
、
引
に
不

及
・催確

(
2
オ
)
人
の
心
は
境
に
依
て
転
ず
る
事
易
し
、
声
色
に
依
て
耳
目
傾
き
心
惑

い
易
き
事
を

レ

一

楠

の
伝

`
曰
く
、
此

御
夢
の
事
は
楠
が
謀
な
り
と
あ
り
.
元
亨
三
年
三
月
に

知
て
、
人
め
気
を
転
ず
る
謀
を
得
た
り
、
愛
に
於

て
太
公
か
兵
法
を
学
で
、
常
に

俊
基
籠
居
の
内

に
河
内

へ
行
て
楠
を
か
た
ら
わ
れ
し
時
、
楠
此
夢
を
作
て
聾
主
上

離

書
し
て
、軍
用
の
計
略
を
」
宗
と
し
て
、
自
ら
家
丘
堺

ガ
づ
け
、
兵
法
を
教

へ
、
(
4
オ
)

の
饗

葺

と
じ
て
、
近
国
の
兵
を
為

二
思
凡

、

.̂.楠
か
郎
等
の

。5
を

.̂
冒励
ま

行
伍
の
法

・
備
立

・
陣
舎
の
次
第
、

一
と
し
で
不

レ
嚢

を
定
て
、
礁

く
是
を
習

さ
ん
為

の
謀
に
作
る
な
り
と
云
サ
、

は
す
、
太
公
が
定
法
に
依

て
噛
七
人
の
能
将
を
見
立

て
、
人
々
め
才
能
に
依
で
、

△
同
内
・に
曰

く
楠
主
上

低
申
上
し
事

其
役
を
掌
さ
と
ら
し
め
し
者
也
、
行
列

・
陣
舎

・
備
(立}
・
楠

一
流
の
秘
伝

の
軍
法
、

評

豊
日

,
、
・主
上
楠
を
被
ビ
召

て
、

「
天
下
草
創
め
事
、
如
何
ん
」
と

御
尋
あ

巻
物
匿
有
り
O

る
処
に
、
此
乱
の
起
る
源
を
申
上
ざ
ヶ
し
は
、
理
に
暗
き
」
も
の
か
、
如
何
と
な

(2
ウ
)
・
㈲
△
楠
敵
国

へ
出
張
之
時
定
め
置
く
条
々

れ
ば
、
尤
高
時
近
年
の
大
逆
甚
L
範

と
云
共
、・
主
上
天
命
を
被

知
召

腓
は
、

第

一
、
自
国
の
政
を
正
く
し
て
、
財
宝
を
士
卒
の
上
下
に
応
じ
て
配
分
し
て
与

ニ

御
自
身
の
非
を
改
め
関
東

の
無
道
な
る
を
憐
み
御
座
て
、
天
下
庶
民
の
為
を
思
召

へ
、
国
中
の
民
に
役
を
赦
し
、
勘
当
の
士
あ
ら
ば
、
ゆ
る
し
て
可
二
召
連

鶴
」
、
(4
ウ
)

し
て
自
ら
の
僑
り
を
誠
め
、
自
の
費
を

不

成
給

し
て
、
時
を
御
待
あ
る
則
は

第

二
、
国
の
費
民

の
煩
い
な
き
様

に
、
城
都
を
修
理
し
、
兵
根

・
武
具
等
を
籠

ニ

の

高
時
終
に
は
亡

。
候
は
ん
、
主
上
時
を

不

知
召

し
て
、
関
東
と
好
欲
を
同
く

置
き
、
能
唇
臣
下
を
可

残
置

事
、

ニ

　

ニ

　

し
玉
て
、
時
を
曲
て
思
召
立
故
に
、
此
乱
始
れ
り
、
今
却
て
高
時
に
利
多
く
し
て
、

第
三
、
諸
将
を
集
め
、
敵
国
の
瞼
岨

・
沮
沢
も
飛
ガ
、
敵
の
諸
将

。
賢
愚
を
計

味
方

に
利
少
し
、
難

レ
然

りと
主
上
御

心
を
翻
ざ
れ
て
、
天
下
太
平
の
旨
を
思
召

り
、
合
戦
の
計
略
を
定
め
、
備
の
前
後
左
右

・
行
列

・
営
舎
の
次
第

・
軍
委

さ
は
、
弥

々
事
を
憤
み
、
王
道
を
正
く
し
、
仁
心
を
本
と
な
さ
れ
て
、
武
略
を
臣

令

・
兵
糎
運
漕
の
評
儀
決
定
し
て
、
兵
の
心
を
可

レ
合
事
、
右
三
箇
条
は
自
国
に

に
」
任
せ
ら
れ
は
、

亘

の
勝
負
を
御
覧
ぜ
ず
し
て
難

を
御
待
可

レ
有
と
、

(3
オ
)
て
可

二
評
決

池

、

君
の
近
年

の
非
を
申
さ
∫
り
し
事
は
、
理
を
不

知
故
か
、
時
の
義
は
か
り
が
た

レ

し
、
錐

レ
然

「
正
成

一
人
也
共
難

と
被

二
聞
召

一
候
婆

、
聖
運
終

に
可

レ

被

レ
開
と
、
思
召
候

へ
」
と
申
せ
し
は
、
誠
κ
言
に
忠
を
尽
し
、
心
に
功
を
思
て
、

一
旦
の
勝
負
に
事
を
乱
す

べ
き
兵
に
非
ず
、

一

楠
、
行
由
の
起
、
幼
少
の
時
よ
り
、

一
心
の
観
法
を
心
に
懸

て
常
に
心
を
観

察
せ
し
と
瓦
咤

或
時
山
谷
に
雲
の
横
た
は
る
を
大
龍
と
見
成
し
て
、
心
大
き
に

驚
怖
す
、
此
時
且
く
心
を
定
め
て
」
思
け
る
は
、
吾
若
年
也
と
云
共
、
先
祖
井
手

(3
ウ
)
致
、
仏
閣
建
立
井

に
寺
領
等
請
に
随
て
、
宛
て
行

な
は
る
べ
き
よ
し
、
可

の
左
大
臣
諸
兄
公
の
子
孫
と
し
、
今
民
間
に
下
る
と
云

へ
共
、
既
に
累
代
の
弓
箭

を
取

て
、
武
勇
を
宗
と
す
、
然
に
今
大
覆

ず
れ
ば
と
て
、
如

レ
此

.恥

の
驚
怖

す
る
事
、

ロ
惜
事
也
と
思
て
、
自
ら
己
が
身
を
恥
づ
、
時
に
大
龍
忽
ち

白
雲
と

③
▲
笠
置
の
軍
事

に

く

に

内

日

六
波
羅
山
門
を
疑
て
京
都
に
近
江
の
勢
」

井

久
下

・
長
沢

一

(5
オ
)

族
等
山
門

へ
抑

へ
に
置
し
事

評

賦
曰
く
、
主
上
以
前
に
山
門
を
疑
い
玉
い
て
、
御
誤
り
あ
り
、
今
又
六
波
羅

山
門
を
疑
て
、
大
勢
を
無
益
の
地
に
労
せ
し
む
る
事
、
理
に
不

レ
中

ら
、
其
子
細

は
此
人
数
に
て
京
都
の
要
害
を
治
め
、
山
門
ゑ
は
天
下
太
平

の
祈
薦
を
於

被
レ

レ

レ
然

武

ツ
カ
バ

士
を
以
て
、
云
い
遣
し
願
書
を
も
籠
め
ら
れ
ば
、
勢
に
乗
じ
、
利
を
好
む
法
師
等
、

欲
に
耽
て
、
却
て
御
方
と
可

レ
成
、
縦
ひ
不

レ
随
と
云
共
、
京
都

の
政
を
正
く
せ

ぱ
、
山
門
は
恐
る
玉
に
足
ら
ず
、
但
し
山
門
に
心
を
許
せ
と
に
は
非
ず
」
、
只
京

(5
ウ
)
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奈

都
を
固
く
可
レ
治
也
、

⑥
△
楠
敵
国

へ
入
、
井
城
を
攻
む
べ
き
次
第

ハさ

禰
喰

日聚
鰭

礁
の購
は
下
餐

は
脆
く
を
礼
と
芙

大
将

や
ゴ
鰍
鰯
襲
発

簿

♂
嬬
麩
事
麓

蕪
ガ
畿
鶴

の
下
知
に
随
い
、
耳
に
大
鼓
を
聞
、
目
に
大
将
の
さ
い
を
取
る
を
見
て
、
か
け
引

て
、
多
少

に
不

依
事
可

有
、
敵
御
方
の
衆
寡
に
よ
り
」
奇
謀
を
用
る
事
、
愛

(7
ウ
)

レ

レ

き
大
将
と
心
を

一
に
す
る
、
軍
中
の
礼
法
と
す
、
然
を
又
四
郎

一
人
と
し
て
抜
懸

に
難

レ
述
、
孫
子
曰

く
、
「
十
則
は
囲

レ
之
、
五
則
は
攻

レ
之
、
倍
な
る
則
は
分

レ

せ
し
事
、
大
き
に
軍
礼
を
破
る
者
也
、
況

や
此
城
猟
し
と
い

へ
共
、

一
天
の
君
に

之
、
敵
斉
き
時
は
能
戦

レ
之
」
と
云
り
、
是
又
時
に
よ
る
ぺ
し
、

頼

,
れ
申

し
、
思
切
た
る
兵
の
瞼
難
の
城

に
楯
籠
る
所
を
僅

の
小
勢
に
て
容
易
く

・
一

敵
国
ゑ
入
に
は
、
先
づ
物
見
を
遠
く
遣
し
、
追

々
の
注
進
を
可

レ
聞
、
若

討

た
ん
と
思
ふ
事
、
大
き
な
る
誤
り
也
、
是

れ
小
智
無
才

の
致
す
処
也
、
」

(6
オ
)
し
敵
出
張
せ
ば
、

二
三
里
を
隔
て
、
地
形
を
察
し
、
便
利
の
地
に
備
を
定
て
、
変

一

昔
し
大
友
の
王
子
乱
を
起
し
、
天
武
天
皇
と
合
戦
の
時
、
錘
ガ
清
敵
蓼

に
依
て
攻
め
可
レ
寄
、
行
列
の
次
第
口
伝
、
O

ナ

シ

、
敵

の
陣
所
に
火
を
か
け
、
友
清

一
人
し
て

・
一

敵
国
ゑ
入
て
は
、
先

づ
其
国
の
民
を
以
て
、
案
内
者
と
し
て
、
敵

の
構
ゑ

攻
落
し
た
れ
共
、
天
皇
賞
し
玉
は
ず
、
却

て
勅
勘
を
蒙
り
し
と
也
、
是
友
清
か
功

家
中

の
仕
置
等
可

尋
問

、
縦
ひ
敵
錐

不

出
、
日
高
に
営
舎
を
定
め
、
昼

　

レ

レ

ニ

を
思
召
知
も
ず
に
は
非
ず
、
法
を
重
ん
ぜ
ん
事
を
示
し
給
な
る
べ
し
、
雷

高
橋
、

夜
共
に
、
物
見

・
し
の
び
の
者
を
、
四
方
に
置
、
同
ぐ
近
辺
」
の
森
林

・
村
里
に

(8
オ
)

縦
ひ
利
を
得
た
り
と
云
共
、
名
将
是
を
好
し
と
す
べ
か
ら
ず
、

兵
を
伏
せ
可

レ
置
、
韓
の
焼
き
様

ロ
伝
〇

一

此
時
城
中
よ
り
高
橋
が
小
勢
を
見

て
、
卒
ホ
に
打
出
る
事
、
若
敵
の
謀
な
る

・
一

敵
辺
き
山
路
を
、
人
数
押
様
の
事
、
先
づ
峯
々
へ
物
見
を
上
げ
谷
々
へ
人

則
は
利
を
失
ふ
べ
し
、
敵
思
の
外
小
勢

に
て
寄
す
る
則
は
、
謀
と
知
て
、
急
に
戦

数
を
遣
し
、
相
図
を
可

レ
定
、

ロ
伝
○

を
い
ど
む
べ
か
ら
ず
、
去
れ
共
是
は
山
域
」
な
る
に
依
て
、
敵
の
後
攻
な
き
事
を
、
(6
ウ
V

一

城
を
巻
に
は
、
地
膨
を
能
く
可
二
分
別

一
、
早
旦
に
可

レ
囲
也
、

目
の
下
に
見
を
う
し
て
、
出
し
者
也
、
故

に
山
城

へ
寄
す
る
法

口
伝
○

⑤
△
内
日
関
東
勢
笠
置
の
城
を
取
巻

関
を
挙
げ
矢
合
の
流
鏑
を
射
し
事

評

巴
日
,
、
是
勢

い
に
乗
じ
て
、
君
臣
の
礼
を
失
ふ
者
也
、
.誕

主
上
御
謀
叛
た

り
と
云
共
、
天
子
に
向
て
、
武
家
弓
を
引
事
、
先
づ

一
旦
の
礼
を
尽
す
べ
き
事
也
、

其
子
細
は
六
波
羅
よ
り
主
上

へ
訟
申
す

べ
き
旨
は
、

「
君
御
謀
叛

の
故
、
天
下
さ

だ
か
な
ら
す
、
既
に
王
城
を
御
開
き
有

て
、
無
道
を
諌
め
申
、
凶
徒
に
任
せ
ら
れ

て
、
辺
地
下
賎
の
」
御
交
り
、
更
に
以
て
不

レ

らは
り

と

に
還
幸
成
て
先
非
を
御
改
の
上
、
何
ぞ
武
家

可

レ
奉

レ
背
」

、
誠
を
尽
し
て
訟

へ
申
、
其
後
理
に
約
し
て
、
弓
を
可

レ
引
也
、
今
此
理
を
失
事
、
高
時
無
道
な
る

故
也
、
其
上
寄
手
軍
法
を
不

レ
知
、
敵

国
ゑ
入
よ
り
城
を
取
巻

,
軍
法
の
次
第
様
々

あ
り
・
q
藝

・

且

、
君

の
御

憤

り

を

被

レ
止

、
速

か

一

城

。
気
を
児
る
法
、
品
々
難

レ
在

レ
之
気
を
見
る
と
は
理
を
知
る
事
也
、

理
を
知
る
則
は
、
気
自
ら
可

知
、

ロ
伝
○

レ

一

笠
置
の
寄
手
、
此
法
を
不

知
、
大
軍
暮
に
懸
り
、
寄
せ
し
事
法
に
違

ヘ

レ

り
、

楠

が

伝

己
曰

く
、

城

中

よ

り
、

夜

討

有

べ
き

事

也

と
義

貞

の
申

さ

れ

し

と

也
、

」

(
8
ウ
)

シ
ツ
ヤ
リ

・
一

域
中
定
し
事
、
敵
の
勢
い
強
く
進
し
事
を
量
て
、
城
中
静
ま

っ
て
、
強
敵

(
7
オ
)
の
気
ち
擁
し
事
、
尤

も
可
也
、
去
れ
共
此
城

に
石
弓
を
か
け
ざ
り
し
は
、
軍
事

に

愚
な
る
故
也
、
あ
な
が
ち
に
軍
陳
に
て
、
弓
を
射
る
計
り
に
は
非
ず
、
或
は
水
を

以
て
攻
め
、
火
を
以
て
攻
め
、
石
を
以
て
打
、
土
を
.以
℃
攻
る
事
、
是
其
地
障
依

て
、
用
る
わ
ざ
な
り
、

。
一

笠
置
の
寄
手
、
城
中
の
気
を
も
不

レ
察
し
て
、
ヶ
か
く

と
責
め
登
り
し
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事
、
卒
ホ
の
至
り
な
り
、
域
に
寄
せ
て
、
関
を
挙
れ
共
誠
中
に
静
り
し
は
、
謀
と

可

レ
知
、
又
城
中
に
も
、
敵
を
近
付

て
、

石
弓
を
放

っ
用
意
な
き
事
は
非
也
、
南

都
般
若
寺
の
使
僧
」
大
力
に
し
て
、
大
石
を
投
ず
ん
ぱ
、
危
か
り
し
者
也
、

。
城
貴
様
之
事

ヒ
シ
ク

一

城
中
の
兵
の
気
を
挫
事

一

城
に
謀
叛
人
を
求
る
謀

の
事

一

城
中
の
兵
共
、
皆
疑
を
生
ず
る
謀
の
事

一

城
中
の
兵
共
、
不

一一思

イ
合

一
謀

の
事

右
四
箇
条
、
域
中
よ
り
破
る
玉
謀
也

口
伝
〇

一

城
中
の
兵
根
を
笄
し
、
人
数
の
積
り
可

知
事

レ

一

城
中
、
水
の
手
を
可

察
事
」

レ

一

後
攻
を
防
く
べ
き
、
謀
の
事

一

城

に
よ
り
、
水
火
石
等
の
攻
様

可

分
別

事
口
伝
○

二

一

右
四
箇
条
、
外
よ
り
攻
る
法
也

此
八
箇
条
を
以
て
、
城
を
可

レ
落

也
、
人
数
を
以
て
、
城
を
乗
取
事
、
謀
に
よ

り
、
時
に
よ
る
べ
き
也
、

キ
ド

ω
△
足
助
次
郎
重
範

一
の
開
を
堅

め
た
り
と
名
乗
し
事

評

に
曰
く
、
足
助
忠
を
不

知
、
名
を
思
ふ
故
に
、

コ

天
の
君
に
頼
れ
奉
て

レ

此

。
一
の
木
戸
を
承
て
堅
な
り
」
と
名
乗
事
、
忠
義
浅
し
、
故
い
か
ん
と
な
れ
ば
、

足
助
只
目
前
の
勝
負
を
思
て
、
終
の
利
を
不
思
、
其
上
」
足
助
精
兵
な
る
間
、

彼
に
廻
て
、
進
む
敵
を
射
立

つ
る
な
ら
ば
、
敵
必
ず
城
中
に
、
精
兵
の
手
垂
れ
多

し
と
思
て
、
気
を
折

て
、
恐
る
玉
事
多
し
、
軍
用
に
難

一
旦
の
勝
負
を
思
て
、

蠣

騨

鰹

『̂ガ
弥
琵
討
死
之
事

じ

く

評

日

、
士
は
死
に
臨
ん
で
、

不

レ
愁
と
云
事
を
、
愚
智
に
し
て
心
得
た
る

者
也
、
籠
誠
の
敵
な
れ
ば
、
名
字

・
名
乗
を
惜

に
聞
て
、
命
を
全
し
て
、
君
に

忠
を
尽
し
、
兄
の
敵
を
心
に
可

レ
懸

道
な
り
、
然
る
に
弥
五
郎
名
乗
て
、
又
同
矢

象

て
死
鳥̂》る
事
・
忠
悌
と
も
に
閾
た
り
・

⑨

陶
山

・
小
見
山
、
熊
谷

・
平
山

・
梶
原

・
佐

々
木
三
郎
藁

郎
、
高

(10
ウ
)

(9
オ
)

名
を
嘲
り
し
事

評

匡
曰
く
、
熊
谷

一
の
谷
先
陳
の
事
を
、
後
陳
の
勢
を
頼
て
、
懸
し
と
云
事
理

に
不

垂

.
、
軍
は
法
を
悉

.
犯
礼
と
云
、
既
に
明
朝
合
戦
可

レ
有
と
決
定
な

る
上
に
、
宵
よ
り
心
に
先
を
臨
め
り
、
先
陳
と
は
後
陳
の
勢
の
、
先
を
か
く
る
を

以
て
、
先
陳
と
云
、
合
戦
の
日
限
も
不

定
、
熊
谷

一
人
か
け
た
ら
ん
は
、
是
狂

レ

気
な
る
べ
し
、
先
陳
と
云
て
先
に
か
く
る
計
を
、
高
名
と
す
べ
か
ら
ず
、
か
や
う

の
事
は
、
時
の
義
に
依
て
是
非
あ
り
、
去
れ
共
、
陶
山
が
申
す
は
理
に
非
ず
、
又

梶
原
が

二
度
の
懸
は
、
源
太
を
助
け
ん
が
為
也
と
云
り
、
申
旨
理
あ
り
」
、
忠
義

(n
オ
)

と
き

(9
ウ
)
を
糺
す
則
は
、
先
づ
合
戦
の
利
を
本
と
す
べ
き
也
、
去
れ
共
梶
原

二
度
か
け
て
源

太
を
と
も
な
唯

ド
回
り
し
事
、
勇
は
甚

把
達
す
る
者
也
、
又
佐
々
木
三
郎
が
藤
戸

を
渡
り
し
事
、
案
内
者

の
有
故
也
と
云
事
理
に
不

中
、
佐
々
木
心
に
智
謀
有
て
、

レ

武
略
を
宗
と
す
る
故
に
、
此
渡
り
を
尋
求
て
渡
せ
り
、
今
陶
山
形
を
取
て
佐
々
木

が
心
を
不

レ
感
也
、
又
同
四
郎
、
宇
治
川
を
渡
り
し
事
も
、
い
け
づ
き
に
乗
て
渡

し
た
り
と
云
事
、
是
又
形
に
よ
れ
り
、
君
よ
り
名
馬
を
申
請
、関
東
よ
り
昼
夜
不

レ

怠
、
先
陣
を
宗
と
し
て
、
渡
せ
し
事
、
志
し
甚

濯
深
き
故
に
高
名
と
云
な
り
」
、

(1ー
ウ
)

一

陶
山
が
申
旨
、
理
に
不

中

ら
と
云
へ
共
、

「
同
く
死

寸̂
)
る
命
を
、
人
目

レ

に
余
る
程
の
軍

一
度
し
て
死
た
ら
ん
は
名
誉
は
千
載
に
留
ら
ん
」
と
云
し
は
、
勇

髪

(
10
オ
)
士

也

、
¢◎
△
内
曰
く
、
陶
山

・
小
見
山
城
を
乗
取
事

評

に
目
く
、
官
軍
皆
寄
合
い
武
者
に
し
て
、
大
将
な
き
故
也
、
籠
城
の
夜
廻
り

に
は
、
相
図
の
言
を
定
め
置
、
怪
き
者
に
は
其
言
ぱ
を
か
く
べ
き
也
、
か
や
う
の

夜
討

・礪

の
者
を
改
め
ん
為
な
り
、
其

の
上
夜
中
に
怪
き
事
あ
ら
ば
、
大
将
と
夜

た
ユ

番
の
者
共
と
相
図
の
儀
式
可

レ
有
事
、皆
相
伝
に
あ
り
、
只
是
名
大
将
の
」
な
き
故

(12
オ
)

也
、
楠
が
伝

に
曰
く
、
此
夜
討
の
者
共
、
陣
々
を
御
用
心
候

へ
と
申
せ
し
詞
は
、

に
こ
ろ
え

国
の
声
な
ま
り
可

レ
有
な
り
、
左
様
の
意
得
な
き
故
也
と
云
り
、
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ω

・
籠
城
の
時
城
中
の
制
法

一

惣
大
将
、
諸
の
物
頭
に
、
順
逆

不

レ
可

レ
有
事
、

一

惣
大
将
の
前
に
て
、
評
議
之
時

よ
り
外
、
諸
将

一
切
、
私

の
不

可

有
ニ

レ

レ

会
合

一
、
井
大
酒

.
博
変
可

二
停
止

一
事
、

一

城
中
門

々
へ
、
諸
将
を
手
分
之
事
、

一

夜
廻
り
の
者
、
相
詞
は

一
夜
宛

に
替

へ
、
惣
大
将
よ
り
、
組
頭

へ
」
相
触
下

(12
ウ
)
是
理
を
以
て
、

々
に
能
く
覚
さ
す

べ
き
事
、
井

に
相

図
の
鳴
り
物
を
可

定
置

事

ニ

一

一

敵
よ
り
の
書
状

・
矢
文
等
、
惣

大
将

の
前
に
て
可
披
事
、

ハ
　

一

敵
よ
り

使
者
、
家
中

へ
有
り

共
、
相
対
の
者
五
人
、
可

定
事

レ

一

外
よ
り
防
く
謀
を
、
専
に
す
る
事
、

一
陶
蛛
緯

幾

爺

向
翫

矯

興
上
城
を
落
し
た
る
壽

名

な
れ
共
、
軍
法
を
破
り
し
省
あ
り
、

名
将
の
可

賞
道
に
非
ず
、
去
れ
共
高
橋
が

レ

抜
懸
と
は
、
遙
に
勝
れ
る
也
」
、

(13
オ
)
此
城

一
日
こ
ら

へ
よ
か
し
、

一

錦
織
討
死
、
高
名
な
れ
共
、
君

ゑ
参

て
、
君
を
落
し
奉
り
、
御
供
申
さ
ば
、

忠
勇
の
者
可

成
、
是
只
勇
者
な
る
而

已
、

レ

働
▲
主
上
御
没
落

二
笠
置

一
事

評

に
日
、
、
十
善
の
帝
王
と
云
共
、
御
身
の
不
徳
、
世
の
不
善
な
る
則
は
、
宮

ら
の
り

殿
の
玉
楼
を
、
刹
那
に
引
替
て
、
山
谷

草
葉
を
し
と
ね
と
成
し
、
下
賎
匹
夫
に

交
り
給
い
し
事
、

一
念
の
妄
情
よ
り
起

れ
り
、
益
智
書

に
曰
く
、

「
君
臣
不
捻
信
、

レ

国
不

安
、
父
子
不

鱈
信
、
家
不

陸
」
と
云
る
も
、
今
此
時
を
以
て
知
ん
ぬ
、

レ

レ

レ

御
詠
に
、
さ
し
て
行
く
笠
置
の
山
を
出
し
よ
り
、
天
が
下
に
は
隠
れ
が
も
な
し
、

と
被

レ
遊
し
事
、
善
悪
の
」
報
も
、
隠

れ
な
き
事
を
不

二
知
召

一
事
、

ロ
惜
事
也
、
(13
ウ
)
時
の
子
細
あ
り
や
」

03
△
内
日
,
、
関
東
の
両
使
宇
治

へ
参
じ
て
、
龍
顔
に
謁
し
奉
り
、
先
三
種
の

神
器
、
可

レ
被

レ
成

レ
渡
由
、
申
上
し
事

評

に
曰
く

、
錐

も
天
高

し
と
、
難

玉
ま
り
筆

地
厚
け
れ
共
、
あ
ら
く
不

る塗

ニ

　

レ

ら

る

踏
、
是
不

乱

処
也
、
然

に
関
東

の
両
使
、
押

て
龍
顔
に
謁
し
奉
る
事
、
其

レ

恐
れ
誠
に
天
命
の
不
レ
許
処
也
、
其
上
三
種
神
器
の
事
、
可

レ
被

二
渡
し
給

一
旨
、

響

す
条
、
無
道
の
上
の
無
道
也
、
是
君
の
無

ぱ
徳
よ
つ
て
位
を
失
い
、
高
時

が
僑
り
に
依
て
、
上
を
掠
む
る
者
也
、
若
し
両
使
礼
を
存
せ
ば
、
主
上
の
宣
旨
を

承
て
、
宣
下
の
義
に
依

て
」
新
帝

へ
可

進
由
を
、
可

申
上

者
也
、

(14
オ
)

レ

ニ

　

一

三
種
の
神
器
の
宣
下
は
藤
房
の
才
覚
を
以
て
、
両
使
に
申
さ
れ
し
と
あ
り
、

王
道
の
勇
を
被

立
し
志
、
理
に
叶
ゑ
り
、
中
に
も
還
幸
の
事
は
、

レ

前
々
臨
幸
の
儀
式
な
ら
で
は
、
還
幸
有
る
ま
じ
き
由
を
被

申
し
事
、
心
持
種

々

レ

の
謀
事
有
る
者
也
、
先
づ
近
国
に
、
官
軍
与
力
の
者
に
、
王
法
の
威
有
る
事
を
知

ら
し
め
ん
為
、
又
赤
松

へ
の
寄
手
を
妨
る
謀
事
、
又
大
塔
宮
と
御
約
諾
あ
り
し
事
、

か
た
ぐ

の
謀

の
理
に
依
て
、
被

レ
申
し
者
也
、
去
共
心
功
に
不
レ
有
し
て
は
、

叶
は
ぬ
わ
ざ
な
り
」
、

(
14
ウ
)

0の
▲
赤
坂
軍
の
事

評

に
日
,
、
関
東
勢
敵

の
域
を
見
こ
な
し
て
、
哀
れ
な
る
形
勢
か
な
、
せ
め
て

ら

分
捕
高
名
し
て
、
恩
賞
に
預

ん
と
思
し
は
、
皆
私

欲
に
し
て
、
忠
を
思
は
ぬ
者
共
な
り
、
又
大
軍
の
大
法
を
不

レ
知
、
小
敵
を
欺
は
、

大
き
な
る
誤
り
な
り
、
故
に
此
城
を

一
揉
に
せ
ん
と
思
て
、
敵
の
心
を
知
ら
ざ
り

ハさ

し
故
に
、
寄
手
仕
損
じ
、
人
数
い
く

ば
く
討
れ
し
也
、
惣
じ
て
此
時
、
関
東
勢

軍
の
法
を
不

知
、
敵
を
見
て
備
を
立
て
し
故
に
、
敵
の
謀
に
随

い
し
也
、
己
が

レ

備

へ
を
全
ふ
す
る
事
を
不

レ
知
な
り
、
城
の
巻
様
、
又
陳
の
と
き
」
や
う
ロ
伝
あ

(15
オ
)

り
、
軍
法
の
義
、
何
れ
も
巻
物
に
あ
り
〇

一

楠
が
伝
に
云
く
、
合
戦
畢
て
後
に
義
貞
楠
に
問
て
云
く
、
「赤
坂
の
城
を
被

二

取
立

一
し
事
、
時
刻
早
か
り
し
故
に
、
久
く
た
も
た
れ
ざ
り
つ
る
可

レ
成

る
、
此

、
楠
申
け
る
は
、

「
笠
置

へ
力
を
合
せ
ん
為
め
、
又
は
後
攻

を
頼
み
け
れ
共
、
関
東
勢
思
の
外
早
く
寄
し
故
、
無
り
し
益
」
と
申

.
と
云
り
、

レ

一

寄
手
緩

々
と
藝

・
備
を
乱
し
・
油
断
せ
し
事
・
法
に
背
く
者
也
、
其
れ

戦
場
に
臨
て
は
、
漏
船
に
乗
が
如
く
す
べ
し
、
楠
此
色
を
察
し
て
、
討
て
出
し
者

也

、

和

田
五
郎

・
楠

七
郎

」

、

城

中

よ

り
出

し

と
云

事
、

疑

、

是
実

と

な
り

、
(
15
ウ
)
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一

小
兵
の
射
手
四
百
よ
り
、
精
丘
隻

白
人
勝
て
、
固
め
た
る
が
、
城
中
に
は
利

あ
る
者
也
、
然

、
に
二
百
人
の
徳
な
り
、
此
残
る
兵
は
、
又
自
余
の
役
に
可

レ
用
、

人
数
を
用
る
事
、
費

へ
な
き
様
に
、

可

レ
遣

轟
者
也
、

△
同
関
東
勢

二
度
向
て
被
討
し
事

評

罵
日
,
、
軍
の
大
綱
を
不
レ
知
者
共
也
、
惣
じ
て
城
を
攻
る
事
、
力

ら
と
兵

ロと
り

を
以
て
、

一
藁
に
責
る
事
、
必
ず
過
ち
可

レ
有
、
力

。
と
兵
に
依
て

一
蘂
に
落

る
程
の
城
な
れ
ぱ
、
理
を
以
て
落
事
尚
易
し
、
地
形
に
依
て
、
攻
様
に
品
々
あ
り
、

理
に
依

て
攻
る
則
は
、
勝
事
立
魎
に
あ
り
、
若
し
事
」
急
な
る
に
及
で
、
先
此

。
(16
オ
)
・
一

城
を
急

に
可

貴
理
あ
る
則
は
、
四
方

よ
り
取
巻
き
、
敵

の
虚
を
見

て
、

一
方
を

レ

打
破
り
、
縦

ひ
先
勢
討
る
玉
共
、
後
陳

太
鼓
を
打
進
め
、
込
み
入
り
々
々
可

レ
責
、

既
に

一
方

り

聾

万
破
れ
た
る
時
、
三
方
の
囲
を
解
く
事
、
是
城
中
の
兵
気
を
乱
す
謀
な
り
、

ハ　

落
ロ

な
き
時
は
、
兵
気
合
す
る
者
也
、
又
四
方
よ
り
取
巻
事
は
、
城
中
の
勢
を

分
さ
せ
、
兵
気
を
挫
く
べ
き
謀
な
り
、
三

一
の
備
、
井
結
び
様
、

口
伝

の
巻

に
あ

り
○
」

(16
ウ
)
則
は
、

一

此
城
の
寄
手
後
攻

の
な
き
や
う

に
、
近
難

焼
き
払

ひ
、遠
攻
に
せ
ん
事
尤

も

也
、
然
を
本
間

・
券

者
共
が
憤

り
て
、
又
卒
』小
に
攻
け
る
事
非
な
り
、
是
大

将
の
威
な
き
故
也
、

一

伝

に
云
,
、
合
戦
畢
て
長
年
、
楠

に
向
て
、

「
二
重
壁
の
事
、
遠
き
慮
な
り
」

と
感
じ
け
れ
ば
、
楠
が
云
く
、

「壁
を
間
き
り
に
し
て
、
取
付
く
処
計
、
た
を
る
Σ

様
に
仕
た
る
故
に
益
あ
り
」
と
云
な
り
、

△
同
関
東
勢
三
度
攻
か
Σ
り
し
時
、
熱
湯
を
以
て
防
し
事

評

罵
曰
く
、
楠
大
敵
の
向
ふ
に
、
熱
湯
を
以
て
防
し
事
は
、
熱
湯
を
頼
み
仕
た

る
に
は
非
ず
、
関
東
勢

の
軍
の
様
を
知
て
構
し
者
也
」
、
関
東
勢

一
蘂

に
向
て
、

先
き
勢
の
気
計
に
て
、
後
陣

の
気
の
な
き
事
を
知
て
、
先
陣
の
敵
の
気
を
折
し
謀

事
也
、
此
時
も
寄
手
四
方
を
巻
、
一
方
を
破
り
込
入
る
則
は
、立
地
に
可

レ
落
者
也
、

城
中
よ
り
夜
討
に
可

出
時
の
事
、

一

風
雨
の
夜
、

一

其
処

へ
着
陳
の

レ

夜
、

一
、
終
日
合
戦
し
た
る
夜
、
右
の
夜
緊
く
用
心
す
べ
し
、
其
外
不
意
に
打

て

出

べ
き
計
略
は
無
極
な
り
」

(18
ウ
)

一

楠
城
中
に
残
し
置

つ
る
四
人
の
者
共
、
二
人
は
西

へ
出
る
、
二
人
は
北

へ
出

る
、
其
出
や
う
を
楠
問
け
れ
ば
、

「何
れ
も
手
に
首
を
持

て
、

『敵
は
詰
の
城
に

(17
オ
)
あ
り
、
込
入
れ
々
々
、
』
と
喚

っ
て
出
た
り
」
と
申
、
楠
褒
美
す
と
云
り
、
此
者

ど
も
楠
が
七
人
の
大
将
分
の
者
共
な
り
と
云
り
、

一

寄
手
城
を
貴
あ
ぐ
ん
で
、
為
方
な
き
故
に
、
方
四
町
に
た
ら
ぬ
城
に
、
小
敵

籠
り
た
る
に
、
遠
攻
に
し
た
る
と
、
後
日
に
人
の
嘲
り
も
、
口
惜
き
と
て
、
又
攻

し
事
は
非
也
、
責
る
も
、
理
を
以
て
攻
め
、
不

レ
責
も
、
理
に
依
て
、
停
む
る
者

也
、

一

楠
以

レ
謀
を
城
を
落
る
事
、
是
合
戦

の
法
に
叶

へ
り
、
太
公
が
疾
戦

の
法
是

也
、
此
謀
事
も
、
大
将
不
義
に
し
て
不

レ
可

レ
叶
、
兵
の
」
気
を
合
す
る
事
、
大

(17
ウ
)

ハ
に
ょ
り

将
の
徳

あ
る
者
也
、

敵
に
被

レ
囲
、
四
方
の
通
路
を
塞
か
れ
、
兵
根
魑
て
可
レ
尽

く
時
は
、
必

ず
打

て
出
る
事
定
法
也
、
時
日
延
び
、
糧

つ
き
て
は
不

可

叶
、
敵
兵
根
攻
に

レ

レ

せ
ん
と
思
時
は
、
必
油
断
あ
る
者
也
、
故
に
不
意

に
打
て
出
る
者
也
、
時
に
依
て
、

風
雨
等
の
便
り
有
時
は
、
菱

の
者
を
出
し
て
、
相
図
を
定
め
、
寄
手
の
後
口

と
む

に
、
籠
を
焼
せ
五
百
有
る
則
は
、
強
力
の
打
者
達
者
を
、
百
人
勝
て
、
先
に
た
て

老
兵

・
弱
兵
を
次
に
、
大
将
出
馬
し
て
、
近
辺
に
弓
の
達
者
を
立
て
、
敵
の
備
の

虚
実
を
見

て
、
備

へ
実
な
る
方
に
、
味
方
の
旗
を
」
上
さ
せ
、
馬
の
近
辺
な
る
射

(
18
オ
)

手
に
、
実
な
る
方
の
敵
を
、
少

々
射
さ
せ
、
不
意
に
虚
の
方

へ
懸
入
り
、
打
破
る

♪

一倉
}

必
ず
利
あ
る
者
也
、
此
時
彼
の
寄
手
の
後
よ
り
、
籍
を
焼
す
る
時
刻
、
大

事
な
り
、
又
時
に
依
て
、
謀
を
以
て
落
る
事
、
色
々
、

口
伝
薙

あ
り
〇

一

寄
手
も
城
を
巻
き
、
兵
根
責
に
す
る
則
は
、
必
ず
敵
可

出
と
知
て
、
油
断

レ

す

ぺ
か
ら
ず
、

一

、

、
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㈲
▲
桜
山
自
害
事

太
平
記
評
判
秘
伝
紗
巻
第
十
六

評
、
日
,
、
笠
置
の
城
、
楠
自
害
と
聞
て
桜
山
自
害
せ
し
事
、
尤
其
理
あ
り
と

①
小
賦
と
与

菊
池

合
戦
事
、
内
に
妙
恵
自
害
事

云

へ
共
・
御
細
に
是
を
評
す
る
時
は
・
忠
功
の
浅
き
故
に
よ
れ
り
・
只

亘

の
利

評

・
日
,
・
甑

小
勢
に
し
て
寄
手
大
軍
也
・
城

の
構

.
能

,
に
依
て
・

一
旦

を
好
で
、
終

の
功
を
不
待
、
是
欲
よ
り
」
君
を
思
て
、忠
よ
り
君
を
不
レ
思
者
也
、

(
19
オ
)
防
く
と
云
共
、
僅

な
る
御
方
の
内
、

一
門
巳
に
心
替
せ
し
上
は
無
一
力
次
第
也
、

ハし
て
リ

ハセ
る
り

名
を
思

て
、
功
を
不

レ
思
、
智
謀
な
く
、

小
根

に
よ
れ
る

べ
し
」
、

(
19
ウ
)
一
旦
謀
を
転
じ
て
死
を
遁
れ
ざ
り
し
は
、
功
を
不
レ
存
者
也
、
去
共
時
既

に
難
儀

な
り
し
故
、
其
理
な
き
に
も
あ
ら
ず
、
又
子
息
宗
応
蔵
主
父
を
葬
せ
し
事
は
尤
な

(を
》

【

太
平
紀
評
判
秘
伝
蝕
巻
簗
十
六
目
録

れ
共
、
自
も
ろ
共
に
火
中
に
入
て
死
せ
し
事
道
に
非
ず
、
夫
沙
門
は
自
性

明
了

ハな
り

①
小
弐
与
菊
池
合
戦
事
付
宗
応
蔵
主
事

し
て
、
如
来
の
本
意
に
達
し
、
衆
生
の
迷
乱

済
度
す
べ
し
、
故
に
沙
門
は
凡
夫

②
多

々
良
浜
合
戦
事
付
高
駿
河
守
引
例
事

の
鏡
也
、
世
上
の
道
師
と
す
、
然
に
蔵
主
修
羅
三
悪
の
乱
室
に
有
の
み
麓

ず
」
、
(29
ウ
)

③
西
国
蜂
起
官
軍
進
発
事
内
に
主
上
勾
当
内
侍
を
給
義
貞
に
事
井
楠
新
田
殿
へ
異

倶
に
火
宅
の
猛
火
に
入
て
一
生
を
空
く
す
る
事
、
何
ぞ
是
成
仏
得
脱
の
相
と
せ
ん

見
之
事

や
、
下
寒

「
猛
火
重
焼

一
段
清
し
」
と
云
、
此
語
又
不
相
応
、
何
ぞ
南
無
阿

ω
義
貞
被
赤
松
責
事
内
に
赤
松
に
義
貞
被
謀
事

弥
陀
仏
と
一
声
不

唱
や
、
愚
鈍
の
甚
し
き
な
り
、

レ

⑤
児
島
三
郎
熊
山
挙
旗
事

②
多
々
良
浜
合
戦
事

⑥
将
軍
自
筑
紫
上
洛
事
付
瑞
夢
事

評

に
日
,
、
軍
の
勝
負
は
錐
レ
依
二
天
運

一
、
事
を
正
く
し
て
負
る
は
天
運
に

ω
備
中
福
山
合
戦
事
内
に
大
江
田
踏
付
事
範
長
自
害
井
和
田
四
郎
事

し
て
無
レ
悔
、
事
を
正
ふ
し
て
勝
は
天
運
に
し
て
治
事
久
し
、
菊
池
軍
法
を
不
レ

⑧
新
田
殿
被
引
兵
庫
事

知
故
に
事
を
不

紬
都
鶴
地
其
故
は
敵
小
勢
に
し
て
、
味
方
百
籠

あ
る
時
は
必

レ

⑨
正
成
下
向
兵
庫
事
内
に
清
忠
非
儀
の
倉
儀
に
任
て
正
成
下
し
事
付
正
成
我
屋
に

ず
兵
小
勢
を
欺
く
者
也
、
小
敵
の
大
軍
に
向
ふ
は
兵
皆

一
和
す
る
者
也
、
和
兵
と

き

帰
正
行
に
制
詞
之
事

不
和
の
兵
と
戦
し
け
る
則
は
、

一
と
百
と
戦
て
も

一
に
利
多
し
、
去
共
止
む
事
な

ハ　
の
　
リ

ハの
り

⑳
本
間
孫
四
郎
遠
矢
事

き
に
臨
む
則
は
」
、
大
軍

俄
に
相
符
を
可

付
、
時
に
依
て
木
の
葉

に

(30
オ
)

レ

⑳
経
嶋
合
戦
事

て
も
符
に
可
付
、
是
は
味
方
の
符
同
し
て
懸
入
て
戦
ふ
時
に
、
敵
味
方
を
可

知

●
£

レ

㈱
正
成
兄
弟
討
死
事
内
に
正
成
最
期

に
京
都

へ
使
者
を
以
奉
表
書
事

た
め
也
、
又
其
陣
を
三
つ
に
可

レ
分
也
、
但
し
三
つ
に
分
る
に
口
伝
あ
り
、
掘
小

シ

㈹
小
山
田
太
郎
高
家
刈
青
袈
事

勢
の
跡
を
迫
て
不
レ
可

レ
撃
、
○

、'

口

・

、
馬
の
鼻

レ

レ

る

⑳
聖
主
又
臨
幸
山
門
事

を
並
て
可
レ
向
、
然

則
は
小
敵
か
け
破
り
乱
さ
ん
と
す
れ
共
、
勢
い
屈
し
て
不
レ

籍

難
難

東寺事

即
諜

薦

議
鴇

醐露

也劇葎

廻
環

箆

　

レ

ニ

「

云
り
、

同
内
に
高
駿
河
守
例
を
引
し
事
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評

鰭
曰
く
、
敵
将
軍
の
小
勢
を
大
軍

と
見
な
し
降
人
に
出
し
事
を
、
将
軍
」
疑

(30
ウ
)
集
め
、
我
城
に
至

ら
ん
事
、

一
月
の
間
な
る
べ
し
」
、
然
ぱ
司
馬
公
も
自
ら
来
り

〔認
オ
)

し
き
と
宣
し
時
・
駿
河
守
晃
緬

}●
本
朝

の
例
を
以
て
・
武
運
天
に
叶

へ
を
雄
)
詞

を
巧
み
に
申
せ
し
は
、
志

二
つ
あ
り
、
将
軍

へ
謡

、
心
に
依
て
是
を
云
則
は
非
也
、

若
し
兵
の
心
を
引
立
て
、
主
の
疑
を
破
ら
し
め
ん
為
な
る
時
は
磁

後
世
の
将

可

心
得

也
、

二

一

③
西
国
蜂
起
官
軍
進
発
事
、
内

に
主
上
勾
当
内
侍
を
給

二
義
貞

司
事
、

評

に
曰
く
、
君
臣
滅
亡
の
相
是
也
、
卵
腕
嬬
伸
と
な
れ
ば
、
上
の
好
む
処
を
下

も
是
を
好
む
者
也
、
兵
皆
洛
中
に
充
満

し
て
あ
る
処
に
、
上
よ
り
美
女
を
愛
せ
し

む
る
事
、
君
騒

坦
の
至
り
也
、
誠

に
是
傾
国
の
基
也
、

に

く

一

伝

日

、
正
成
、
新

田
義
貞
に
参

て
世
上

の
評
議
し
け
る
次

で
に
、
あ
た

り
の
人
を
」
除
て
密
に
義
貞
に
向
て
申

け
る
は
、

日
を
不

レ
延
西
国

へ
発
向
せ
ぱ
、
尊
氏
を
滅
す
る
事
藪
す
か
る
べ
く
候
、
何
と
し

て
御
油
断
候
や
」
と
申
け
れ
ぱ
、
義
貞
被

申
は
、

「
尤
尊
氏
滅

さ
ん
事
、
此
時

レ

い
か
に

に
極
り
候
、
何
も
思
立
西
国
発
向
可

レ
仕
候
、
去
共
定
て
九
州
の
武
士
、
落
ぶ
れ

た
る
暫

に
よ
も
組
ん
ず
る
事
は
候
ま
じ
、
大
略
討
て
出
し
候
ぺ
き
」
と
申
さ
れ

け
れ
ば
、
正
成
申
け
る
は
、

「仰

せ
誠

の
様
に
候

へ
共
、
是
軍
の
法
と
す
べ
か
ら

ず
、
討
ぺ
き
時
に
は
時
刻
を
不
レ
移
、
討
ま
じ
き
時
に
は
目
前
に
攻
来
る
共
、
不

レ

討
は
是
理
、
軍
の
法
也
、
三
国
の
時

蜀

の
将
孟
達
と
云
者
、
魏
に
降
り
け
る
を
、

魏
帝
新
城
と
云
所

の
太
守
に
し
た
り
け
る
に
、
程
な
く
亦
呉
に
還
じ
、
蜀
に
つ
い

て
謀
叛
す
」
、

諸
将

一
同
に
申
け
る
は
、

『
孟
達
蜀
と
交
り
を
む
す
ぶ
、
然
ぱ
先
人
を
遣
し
窺
ひ

望
て
撃
は
可
な
ら
ん
』
と
申
け
る
を
、
司
馬
銚
重
て
云
ふ
様
は
、

『
孟
達
は
範

な
く
疑
多
き
者
蕃

、
定
て
い
ま
だ
万
事
の
備
不
レ
可

レ
有
、
急
て
行
て
攻
ぱ
、

必
ず
可
レ
勝
』
と
云
て
、
道
を
倍
し

て
行
き
、
新
誠
の
下
に
至
る
に
、
呉

・
蜀
各

人
数
を
遣
し
、
後
攻
を
せ
ん
と
し
け
る
を
、
司
馬
髄
兵
を
分

て
険
阻
に
置
防
か
せ

け
る
、
初
孟
達
、
諸
葛
孔
明
が
方

へ
書

を
遣
し
て
曰
く
、

『魏
の
都
を
去
る
事
八

百
里
、
呉
国
を
去
る
事
千

二
百
里
、
我

が
謀
叛
し
た
る
を
、
天
子
上
表
し
諸
兵
を

給

べ
か
ら
ず
、
自
余
の
将
来
を
ぱ
恐
る
に
不

足
』
ど
、
申
し
遣
け
る
処
に
、
事

レ

挙

て
入
日
に
し
て
司
馬
髄
城
下
に
着
た
り
け
れ
ば
、
城
の
備
も
な
か
り
け
れ
共
、

此
城
三
方
は
水
を
隔
、
.
一
方
に
は
柵
を

つ
け
構

へ
し
か
り
け
れ
共
、
司
馬
艶
水
を

渡
り
楊
を
破
り
攻
寄
て
、
十
日
の
内
に
攻
落
し
、
孟
達
を
諌
す
、
是
皆
時
に
乗
て

戦
し
に
候
は
ず
や
、
今
急
に
不
レ
討
は
必

ず
天
下
尊
氏
に
奪
れ
可

レ
給
」
と
、
頻

に
申
け
れ
共
、
錘

許
容
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
正
成
き
つ
と
察
し
て
、

一
定
此

人
は
勾
当
の
内
侍
に
心
を
取
れ
軍

征
罰
に
思
立
不
レ
給
者
可
レ
成
、
と
思
て
正

成
重
で
申
け
る
は
、

「実
に
や
ら
ん
、
義
貞
に
は
美
女
を
帝
よ
り
給
ら
せ
玉
い
た

し

り
と
承
り
候
、
正
成
無
益
の
申

事

に
て
候

へ
共
、
義
と
」
知
て
申
さ
ゴ
る
は
不

(銘
ウ
)

「今
西
国
の
事
尋
聞
候
に
、
時

(
3ー
オ
)
仁

に
似

た
り
、
孔
子
も

『
友
は
仁
を
た
す
く
』
と
云
り
、
正
く
非
と
乍
鴎
知
不

レ

申
は
義
に
非
ず
、
情

ら
今
天
下
の
事
を
案
ず
る
に
、
高
時
無
道
に
し
て
天
下
の
人

民
を
労
す
故
に
、
代

々
の
家
人
も
敵
と
成
て
刀
杖
を
作
て
高
時
を
亡
す
、
是

れ
全

く
主
上
の
聖
意
ま
し
ま
す
に
非
ず
、
又
主
上
、
高
時
が
令
法
に
悪
き
事
違
せ
不

レ

給
故
に
、
天
下
の
武
士
心
を
不

合
、
愛

を
以

て
堕

み
る
則
は
、
天
下
又
尊
氏
に

レ

あ
り
、
此
時
、
義
貞
道
を
正
し
不
レ
給
は
、
必
ず
尊
氏
が
為

に
滅
び
玉
櫨
ん
事
、

愚
案
の
内
に
存
じ
候
、
若
此
儀
を
聞
入
玉
は
父
、
先
此
美
女
を
可

被

返
者
也
、

レ

レ

人
の
心
舞

し
武
の
道
を
た
か
ゑ
・
天
下
の
妨
と
な
る
事
は
美
女
に
し
く
は
な
し
」

と
、泪
を
流
し
て
諌
け
れ
共
」
、義
貞
聞
入
た
る
気
色
も
な
か
り
け
れ
ぱ
、
正
成
も

魏

の
司
馬
諮

『
兵
を
ひ
そ
め
て
行
て
急
に
可

レ
攻
』
と
云
け
れ
ば
、
(3ー
ウ
)
ま
ゆ
を
ひ
そ
め
て
立
去
し
と
云
り
、

ハコ
リ

④
新
田
左
中
将
被

二
赤
松
が
城
を
攻

一
事
、
内
に
赤
松
に
新
田

た
ば
か
ら

れ
し
事

評

に
日
く
、
兵
法
の
理
を
不

知
し
て
は
、
敵
の
計
略
を
転
ず
る
事
あ
た
は
ず
、

レ

目
前
の
道
理
を
以

て
知
る
則
は
、
新
田
大
勢
に
て
威
つ
よ
く
、
城
中
は
小
勢

に
て

戦
に
利
な
き
故
に
、
当
国
の
守
護
職
を
給
る
に
を
い
て
は
、
降
参
申
す
べ
き
と
は

へ

云
也
、
是
急
に
責
る
則
は
、
可

レ
落

レ
城
相
也
、
伝

聞
く
、
臭
国
の
冠
悔
は
其

ロ

バ
に

ロ

使

の
皇
甫
文
を
斬

て
誠
を
降
し
き
、
去
共
右
の
旨
を
赤
松
申

す
に
於

て
は
、
新

田
(
鈴
オ

)
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心
中
に
無

レ
偽

,
、
義
貞
恩
賞
に
申

替
て
可

レ
与
、
と
堅
く
請
文
を
以
て
約
を
定

嘲
り
を
思
て
死
を

一
途
に
決
せ
し
は
、
名
を
本
と
す
る
故
に
血
気
の
勇
也
、
亦

一

め
、

「
此
上
は
大
軍
、
数
日
是
に
日
を
送
ん
事
、
諸
兵
費
な
れ
ば
退
降
を
可

レ
申
、

は
天
地
の
時
を
察
し
軍
の
勝
負
を
謀
る
則
は
、
且
く
退
て
味
方
に
力
を
合
せ
て
終

鞭
難
轟
轍
驚
驚

襲
聾
紗静聴
総
髄

㌔
ウ甑
難
簾
盤

強
攣
墾
℃薪
毅
際
蘇

ハナ
シ
リ

み

送
り
、
敵
に
要
害
を
持

へ
さ
せ
し
事
、
理
を
不

知
故
也
、

る
事
宜
し
、
心
中

に
信
を
存
る
則
は
、
外
は
勇
な
し
と
見
れ
共
、
自
ら
道
に
た
が

レ

⑤
児
嶋
三
郎
熊
山
に
挙

旗

事

は
ず
、
故

に
内

に
真
あ
つ
て
是
を
求
れ
ば
、
不

レ
中
と
い
へ
共
不

レ
遠
と
孕

」

(35
オ
)

評

髭
日

く
、

孫

子

日

,
、
「
善

く
動

か
す
敵

を
者

は
、

形

†
る
と
書
は
之

、

敵

必
徒

之
、

同
内

に
範

長

自

害

井
に
和

田

四
郎

範

家

が
事

レ

レ

レ

予

あれ櫨
之
、
敵
必
取

之
」
と
云
り
、
高
幾

心
を
察
し
、
智
謀
の
至
れ
る
と
云

評

に
日
,
、
範
長
が
自
害
せ
し
は
、
忠
あ
り
と
い
へ
兵
、
死
を
極
る
事
は
己
に

レ

レ

ベ
し
、
去
共
、
三
ッ
石
の
兵
共
、
熊

山
の
旗
を
見
て
図
中
の
敵
と
騒
し
事
、
智
謀

あ

っ
て
易
く
、
戦
を
全
ふ
し

て
命
を
保
事
は
難
き
事
を
不

知
、
君
を
大
事

に
思

レ

不

足
故
也
、
熊
山
に
敵
籠
り
た
り
共
、
弥

々
三
ッ
石

・
船
坂
を
固
め
て
両
方
よ

距

、

い
ま
だ
自
害
の
時
早
し
、
又
範
家
が
自
害
を
止
て
、
敵
を

一
人
な
り
共
討

レ

り
攻
は
、
楯
籠

て
可

レ
戦
、
先
づ
熊
山

へ
し
の
び
を
遣
し
、
敵
勢
を
可
レ
見
者
也
、

て
、
君
の
思
に
報
ぜ
ん
と
思
て
待
し
は
、
死
を

一
時
に
決
す
る
事
は
易
く
、
功
を

軍
用
に
此
智
謀
を
転
る
事
大
事
也
」
、

(
訓
オ
)
累
代
に
残
す
事
は
難
薮

、
謀
を
忠
恩
の
為
に
廻
せ
し
故
に
天
舞

ガ
儲

一

高
徳
心
は
剛
な
れ
共
、
軍
の
大
法
を
不

知
、
石
戸
に
自
ら
討

て
か
二
り
し

く
る
者
也
、

レ

事
は
非
な
り
、
大
将
討
れ
な
ぱ
益
あ
る
べ
か
ら
ず
、
合
戦
は
約
を
定
る
故
に
、
如

⑧
新
田
殿
被

レ
引

二
兵
庫

一
時
賀
古
川
の
水
増
た
る
に
諸
兵
申
げ
る
は

「先

何
に
も
命
を
全

,
し
て
勝
負
を
可
レ
察
也
、
理
を
背

て
戦
い
を
好
し
故
に
疵
を
蒙

大
将
向

へ
御
渡
り
候

へ
」
と
申
け
れ
ば
、
義
貞
の
曰
く
、

「
韓
信
が
水
を

る
者
也
、

後
に
」
し
て
陣
を
張
し
は
此
な
り
」
と
宣
し
事
、

(35
ウ
)

一

美
濃
権
介
佐
重
が
謀
事
、
道
に
非
ず
、
志
し
癒

ガ
ず
、
武

の
智
と
す
べ
か

評

に
日
《
、
是
韓
信
が
兵
法
に
不

可

似
、
先
合
戦

の
次
第
相
違
あ
る
事

一

レ

レ

ら
ず
、
是
只
当
時
の
利
根
と
云
也
、
故
に
無

レ
勇
無

レ
義
無

レ
信
な
り
、
何
れ
の

つ
、
又
韓
信
が
奇
謀
に
義
貞
の
謀
、
不

レ
可
レ
及
事
、
是

二
つ
、
韓
信
が
背
水
の

咋

ボ
閾
た
り
、

陣
を
張
し
は
敵
の
気
を
察
し
て
、
謀
を
も
ち
い
し
者
也
、
今
義
貞
、
川
を
後
に
あ

ハヨ

ハら
り

⑥

将
軍
筑
紫
上
洛
事
付
瑞
夢
事

て
ん
謀
に
て
何
ぞ
宜
し
と
せ
ん
、
是
三
つ
、
去
共
先
弱
兵
よ
り
漸
々
に
渡
せ
と
て
、

評

仁
曰
く
、
夢

。
事
、
前
に
主
上
楠
が
事
を
見
給
轟

に
具
に
あ
り
、
今
無

}

・閑
に
下
知
せ
ら
れ
た
る
は
義
に
当
℃
鵬
宜
き
な
り
、

は
兵
の
心
を
合
せ
進
め
ん
為
の
謀
に
、
幸

の
夢
麹

て
成
玉
ふ
者
歎
、
威
を
神
に

⑨
正
成
下
向
兵
庫
事
、
内
に
坊
門
宰
相
清
忠

一
往
非
義
の
策
議
に
任
て
正
成

か
る
心
な
る
べ
し
、

下
り
し
事

⑦
備
中
福
山
合
戦
事

.
内
に
既

に
襲

兵
皆
落
ん
と
せ
し
」
時
に
大
江
田
義

(訓
ウ
)

評

.
日
、
、
孫
鷺
.
「
不
レ
知
軍
之
、
不
レ
可
二
以

.
進

一
、
而
謂

二
之
亜

流

.

を
思
て
踏
止
し
事

知

三
軍
之
不
叫
、蓬

可
二
」
以
退

而
謂

二
之
墨

是
謂

二
摩
軍

司
不

レ
知

三

軍

(36
オ
)

之
事

壇
、
而
具

に
三
軍
政

一
則
軍
士
惑
」、
又
日
、「
将
能
あ
つ
て
而
君
不
冨

者

.
、

評

に
曰
く
、
.大
江
田
が
心
に
二
つ
の
理
あ
り
、
先

づ
一
は
足
利
殿
の
上
洛
を
支

ん
為
に
、
然
所
に
出
向
て
敵
め
大
勢

な
る
を
聞
逃
に
し
た
範

と
云
は
芸
、
諸
人
の

勝
」
と
云
り
、
清
忠
の
愚
意
、
不

レ
足

レ
評
、去
ぱ
大
将
軍
に
出
て
、
君
命
に
不

レ
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随
事
あ
り
、
清
忠
の
申
分
至
て
愚
な
り
、
正
成
武
略
の
鷺

勇
義
の
武
士
、
本

朝
古
今
無
双
な
り
と

い
へ
共
、
理
に
不

叶

は
、
故
に
事

に
至

て
不

ざる
.麟
事
あ

ロ

レ

レ

り
、
其
故
は
正
成
が
申
旨
に
任
せ
て
、

山
門
に
臨
幸
な
り
、
暫
く
合
戦
あ
る
に
於

て
は
、
運
錘

レ
有

二
天
命

一
、
其
利
鍾

目
前
に
あ
ら
は
也
、
然
処
に
清
忠
の

一
往

に
任

て
下
り
し
は
、
理
を
知
な
が
ら
、
坑
に
を

つ
る
は
無
益
の
事
に
非
ず
や
、

却
て
忠
を
失
ふ
者
也
、
山
門

へ
臨
幸
な
き

に
於
は
、

再
三
申
上
ざ
る
事
、
正
成
が
智
謀

に
合

て
は
過
ち
可
レ
成
、
然
上
は
義
に
依

て
道

あ
る
べ
し
、
昔
し
前
漢
の
景
帝
の
時
、
呉
楚
、
謀
叛
し
け
る
に
、
帝
周
亜
夫
奏
し

け
る
は
、

「楚
国
の
兵
勇
甚
ふ
し
て
、
共

に
戦
が
た
し
、
願
は
、
梁

の
国
を
敵
に

と
ら
せ
て
、
敵
の
後

へ
を
攻
て
兵
糎
運
漕

の
道
を
塞
が
ぱ
、
敵
を
亡
さ
ん
事
た
や

す
か
る
べ
蚕

・
と
申
け
れ
ば
・
則
景
帝
・
亜
夫
が
申
う
く
る
旨

に
随

い
給
ふ
・

其
時
亜
夫
兵
鍾

、
栄
陽
と
云
所
に
至
る
に
、
案
の
如
く
、
呉
国
よ
り
梁
の
国

ハも

を
攻
け
る
、
梁
王
亜
夫

方

へ
使
を
遣

し
、
後
攻
を
請
け
れ
共
、
昌
邑
と
云
所

へ

出
て
、
城
を
堅
め
て
、
更
に
梁
の
後
攻
を
せ
ず
、
梁
王
又
景
帝

へ
書
を
奉
て
、
後

攻
を
請
け
れ
ば
」
、
景
帝
、
亜
夫
が
方

へ
梁

の
後
攻
を
致
す
べ
き
旨
宣
、

れ
共
、
亜
夫
曽

て
詔
り
を
不

レ
用
し
て
、
弥

々
城
を
堅
く
し
て
、
高
侯
と
云
大
将

に
兵
を
差
副
、
呉
楚
の
兵
の
兵
根
運
漕

の
道
を
塞
せ
け
り
、
呉
楚

の
兵
糎
乏
く
し

て
、
引
退
ん
と
す
れ
共
、
敵
道
を
支
け
れ
ば
、
不

レ
叶
進
退
き
わ
ま
つ
て
合
戦
を

せ
ん
と
す
れ
共
、
亜
夫
営
を
堅
し
て
不

出
、
或
る
時
呉
楚
の
夜
討
に
し
け
る
亜

レ

夫
が
軍
中
騒
ぎ
け
れ
共
、
亜
夫
臥
し
て
不

起
、
兵
共
を
召
て
問
け
れ
ば
、
「
呉
楚

レ

の
兵
共
、
営

の
東
南
の
角
を
攻
れ
共
、
味
方

つ
玉
が
な
し
」
と
云
、
其
時
亜
夫
難

にけ
れ
共
、
堅
く
し
て
不

敗
、
其
時
呉
楚

の
兵
引
退
ん
と
し
け
る
を
、
亜
夫
鋭
兵

レ

ぞ
り

を
出
し
て
追
撃
を
大
に
敗
り
け
り
、
呉

王
敗
軍
の
勢
を
集
め
、
江
南
と
云
所
に
て

防
き
け
る
を
、
亜
夫
つ
欝
い
て
急
に
攻
落
し
、
其
勢
を
悉
く
擁

に
し
け
る
、
抵
亜

夫
近
国
を
触
て
、

頁

王
を
討
た
ら
ん
者
に
は
、
無

二
の
賞
を
可

レ
与
」
と
、
姪

を
下
し
け
れ
ば
、
無

レ
程
越
国
よ
り
討

て
出
し
け
り
、
亜
夫
帝
都
を
出
て
七
月
に

軍
利
を
失
事
、
決
定
の
」
旨

(麓
ウ
)
と

一
筋
に
思
定
め
し
は
、

遣

し

け

(
訂
オ
)
向

て
申

け

る

は
、

「営

の
西
北
の
角
を
能
堅
め
よ
」
と
下
匙

暫
し
て
・
敵
西
北
の
角
を
」
攻

(
㎝
ウ
)
に
・
麗

戦
て

一
戦
も
利
を
失
ふ
不

し
て
、
呉
楚
を
悉
く
平
ぐ
、
今
正
成
の
申
さ
る
二
事
、
都
を
退

く
事
、
此
意
な
る

儀
あ
る
べ
し
、

一

伝

に
日
、
、
正
成
巳
に
大
国

・
両
国
の
主
と
成
る
上
は
、
天
の
時
を
察
し
且

く
国
に
引
籠

て
政
事
を
正
し
て
、
天
下
の
逆
乱
を
定
め
、
絶
た
る
世
の
」
道
を
興

(銘
オ
)

さ
ん
と
思
ふ
志

の
な
か
り
し
は
、
理
に
暗
き
者
な
り
、
君
臣
の
道
を
変
ず
ま
じ
き

忠
な
り
と
い
へ
共
、
大
仁

の
な
き
者
な
る
べ
し
、
自
ら

天
下
を
だ
に
掌

の
内
に
治
め
な
ぱ
、
君
臣
の
礼
は
尚
正
成
に
可

レ
有
者
也
、

一

伝

に
曰
く
、
正
成
内
裏
を
出

て
我
家
に
帰
り
、
和
田

・
恩
地

・
高
間

・
高
安
、

子
息
正
行
、
此
面

々
に
向
て
申
け
る
は
、

「
年
来
面
々
の
忠
義
に
依

て
、
正
成
数

度

の
合
戦
に
張
敵
を
破
る
事
、
皆
人
々
の
忠
深
に
依
て
也
、
全
く
正
成
が
徳
に
非

ず
、
故
に
葬

顕
す
、
餓

然
,.
、
上
の
政
道
不
義
に
し
て
、
下
悉
く

背
く
、
因

て
鼓
に
、
今
天
下
再
乱
し
て
、
又
武
家
の
世
と
成
る
べ
し
、
然
ぱ
則
、

レ

正
成
が
討
死
仕
ら
ん
事
此

。
時
な
り
、
さ
あ
ら
ん
に
於

て
は
面
々
」
命
を
全
し
て
、
(
鈴
ウ
)

正
行
を
人
と
な
し
、
君
の
御
先
途
に
た
ち
、
名
を
万
代

に
残
し
て
給
候

へ
」
、
正
行
に

'
「
汝
ぢ
若
年
な
り
と
云
共
、
武
の
家
に
生
れ
義
を
不
レ
可

レ
失
、

正
成
討
死
す
る
共
、
汝
命
を
不

可

失
、

一
人
な
り
共
死
残
る
郎
等
あ
ら
ば
、

レ

レ

命
を
全

,
し

て
義
兵
を
可

レ
揚
、

一
生
の
快
楽
を
望
て
万
代
の
名
を
下
し
、
暫
時

お

あ

の
命
を
惜
で
多
年
の
忠
義
を
勿

失

事

、
是
は
正
成
が
代
々
の
兵
法
の
秘
術
、

ニ

近
年
の
合
戦
の
計
略
を
書
し
軍
法
の
書
也
、
汝
に
属
す
、
義
兵
を
起
さ
ば
、
是
に

依
て
可

レ
成
、
城
郭
を
構

へ
は
依

レ
之
な
す
ぺ
し
、
城
を
攻
る
共
依

レ
之
可

レ
攻
、

野
陣

・
営
舎

・
用
具

・
謀
計
の
秘
術
共
、
是
に
詳
也
、
汝
」
此
意
を
以
て
成
さ
ん

(舘
オ
)

レ
可
レ
有
、
藷

て
勝
も
、
真
実
の
軍

意
に
あ
ら
ず
、
若
此
四
人
の
内
に
、

一
人
も
残
て
を
わ
し
ま
さ
ば
、
汝
が
父
と
思

て
、
諌

め
を
背

く
事
不

レ
可
レ
有
、
汝
禽

て
色
に
耽
る
事
な
か
れ
、
三
宝
を

不

レ
敬
事
な
か
れ
、
君
臣
の
礼
を
乱
す
事
な
か
れ
、
諸
兵
を
労
す
る
事
な
か
れ
、

民
を
苦

る
事
な
か
れ
、
敵
な
り
と
云
共
、
仁
義
を
背
く
事
な
か
れ
、
軍
法
を
旨

と
せ
ざ
る
事
な
か
れ
、
此
条

々
を
不
陥ぱ
乱
是
汝
が
第

一
の
孝
行
可

レ
成
」
と
て
、
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巻
物

一
巻
正
行
に
渡
す
と
云
り
、

一

義
貞
の
正
成
に
申
さ
れ
し
事
、

人
の
口
を
思
て
軍
の
大
事
を
不

思
給

事

ニ

　

非
也
・
正
戊
馳
甲
様
、
言
の
中
に
種

々
の
理
を
含
め
り
・
義
貞
を
諫
し
事
も
」
、

死
を
極
め
気
を
励
せ
し
者
也
、
仁
心

の
深
事
、
難

レ
讐
也
、

.一

先
に
正
成
が
申
つ
る
詞

の
心
を
義
貞
不

知
給

は
愚
也
、
天
下
の
嘲
を
思

ニ

　

給
べ
か
ら
ず
、
合
戦
は
理
に
依
て
懸

引
可

レ
有
、
此
度
西
国
よ
り
の
合
戦
の
御
計

略
、
皆
理
に
あ
た
り
候
と
申
は
、
願
は
是
よ
り
京
都

へ
引
給

へ
か
し
、
と
存
じ
て

申
せ
し
者
な
る
べ
し
、
璽

止
成
、
此
旨

を
直
に
申
さ
讐
り
し
は
、
京
都
に
て
再
往

申
け
れ
共
、
御
用
な
き
上
に
て
、
義
貞

に
又
申
は
礼
を
背
く
と
、
義
貞
の
心
底
を

窺
い
し
者
な
る
べ
し
、
然
に
義
貞
其
心
得
な
し
、
此
時
は
難

引
退
て
、
主
上
を

山
門
に
臨
幸
な
し
ま
い
ら
せ
、
京
都

に
敵
を
入
」
可

レ
戦
時
な
り
、

⑩
本
間
孫
四
郎
遠
矢
之
事

評

犀
曰
く
、
天
下
乱

て
所
々
戦
の
不

レ
止
事
、
是
国
王

・
大
臣
の
無
道
よ
り
起

る
、
兵
の
私
に
い
ど
み
戦
に
あ
ら
ず

、
上
政

事
不

正
故
に
、
下
悉
く
背
く
、
天

レ

運
の
時
に
糞

、
明
将
義
兵
を
揚
る
は
逆
徒
を
平
げ
、
乱
を
治
め
労
民
を
安
ぜ

ん
が
為
也
、
.然
則
は
、
敵

の
気
を
察
し
国
を
治
め
ん
事
を
要
と
す

べ
し
、
今
孫
四

郎
が
遠
矢
は
太
平
の
益
あ
る
べ
か
ら
ず
、
其
上
軍
法
に
矢
合
の
流
鏑
を
射
る
法
あ

り
、
味
方
よ
り
射
る
矢
を
敵
よ
り
射

か
へ
さ
れ
ぬ
様
に
、
矢
持

へ
を
し
て
射
る
者

也
、
味
方
」
よ
り
射
る
矢
を
取
て
、
敵

よ
り
射
か

へ
せ
ば
、
必
ず
負
る
と
云
事
、

(40
ウ
)
房
の
申
さ
れ
し
事
、

是
神
道
に
有
、
是
理
を
以
て
、
因
果
を
引
な
る
べ
し
、
万
像
本
と

一
理
よ
り
生
ず
、

天
に
向
て
矢
を
射
る
則
は
、
其
矢
又
地

に
立

て
、
己
よ
り
出
し
た
る
悪
は
、
己
に

帰
す
る
と
云
心
可

レ
成
、
矢
合
の
矢
は
山
鳥
の
羽
に
て
は
ぐ
と
云
り
、
故
に
今
孫

四
郎
、
遠
矢
射
し
事
、
法
に
閾
た
り
、

一
矢
な
り
共
、
敵
を
射
た
ら
ん
こ
そ
、
益

あ
る
べ
け
れ
、
若
孫
四
郎
射
あ
や
ま
る
則
は
、
大
き
な
る
不
覚
な
る
べ
し
、

⑪
備
後
合
戦
事

評

巳
目
く
、
此
時
の
備
ゑ
立
、
義
貞
(。》あ
や
ま
り
也
、
正
成
を
ぱ
直
義
に
向

て

」
、
残
る
官
軍
二
手
に
分

つ
て
、

一
は
紺
部
の
浜
を
向
に
あ
て
、
両
陣
の
間
に
敵
の
船
を
受
て
、
あ
が
ら
ん
と
す
る

処
を
両
方
よ
り
か
け
た
て
ム
可

レ
撃
処
な
る
を
、
官
軍
の
備
立
無

レ
謀
故
に
、
敵

(釦
ウ
》
に
中
を
遮
れ
て
正
成
を
討
せ
し
な
り
、

働
正
成
兄
弟
討
死
事

評

邑
目
く
、
正
成
前
な
る
敵
を
迫
払

て
、
後
な
る
敵
を
次
に
討
ん
と
云
し
事
非

ぐ

也
、
直
義
を
迫
払
ほ
ど
味
方
遠
く
な
り
、
敵
が
あ
わ
い
を
塞

に
利
あ
り
、
故
に

前
後

の
敵
に
可
レ
向
事
也
、
尤
大
小
の
勢
を
可

レ
言
時
に
あ
ら
ざ
れ
共
、
天
地
の

定
は
か
く
べ
か
ら
ず
、
直
義
は

醐
方
の
大
将
に
し
て
」
殊
に
大
軍
な
り
、
難

破

(4ー
ウ
)

レ

利
あ
り
、
又
後
の
敵
は
九
国

・
中
国
の
寄
合
勢
な
り
、
此
方
に
向
て
打
破
ら
ば
、

義
貞
の
陣
に
加
る
事
安
か
る
べ
き
に
、
是
正
成
が
越
度
な
る
べ
し
、
此
誤
り
故
に

(40
オ
V
兵
皆
討
れ
し
者
也
、

に

く

一

伝

目

、
正
成
数
箇
所
の
手
を
負
、
可

引
事
も
不

叶
し

て
、
郎
等
共

レ

レ

一
は
正
成
と
う
し
ろ
を
合
て
船
の
敵
を
防
か
せ
、
(4ー
オ
》
を
か
り
し
時
、
義
貞
の
重
恩
を
施
さ
れ
け
る
徳
、
今
天
よ
り
来

て
是
を
報
ず
る
者

に
か
い
し
ゃ
く
せ
ら
れ
、
湊
川
の
北
な
る
在
家

へ
引
退
て
、
京
都

へ
使
者
を
以
て

く
た

申
け
る
は
、

「正
成
多
年
の
忠
節
を
不

レ
変
、
心
を
砕
き
謀
を
運
し
候
と
い
へ
共
、

運
命
此
時
に
極
り
候
て
、
只
今
自
害
仕
候
、
天
下
の
安
否
あ
な
が
ち
に
此
時
に
定

る
べ
か
ら
ず
、
去
共
君
の
御
政
道
今
ま
で
の
如
く
渡
ら
せ
給
に
於
て
は
、
天
下
必

武
家
の
」
世
と
な
り
候
べ
し
、
近
代
御
政
道
を
愚
案
仕
り
候
に
、
忠
臣
の
藤
房
誠

(
42
オ
V

を
以

て
種
々
声

諫
し
事
、
.
一
と
し
姦

皿

な
く
、
天
下
如

レ
是
乱
候
事
、
藤

一
と
し
て
相
違
あ
る
べ
ら
す
、
臣
心
に
忠
を
存
る
事
深
し
と

い

へ
共
、

;

殊

謀
奉
る
事
不

叶
、
願
は
政
道
を
旨
と
被

成
に
於
て
は
、
世
々

レ

レ

生

々
の
御
聖
徳
と
な
り
可
レ
給
、
天
の
正
覧
あ
る
べ
き
処
に
て
候
、
某
し
空
く
罷

成
候
共
、
代
々
の
郎
等
忠
義
を
存
る
者
共
、嫡
子
正
行
に
付
置
候
間
、
な
ど

一
方
の

御
用
に
不
隔

立
候

べ
き
、
あ
な
が
ち
此
時
に
天
下
の
勝
負
可

レ
極
に
て
候
は
ず
」

と
、
委
細
に
表
書
を
奉
り
て
、
其
後
」
し
つ
か
に
死
る
と
云
り
、

(
姐
ウ
V

一

⑬
小
山
田
太
郎
高
家
、
新
田
殿
を
助
し
事
、
高
家
が
忠
功
、
誠
に
是

れ
大
勇

の
至
極
す
る
処
也
、
只
義
に
依
て
死
を
決

サ
る
を
、
大
勇
と
云
な
り
、
高
家
青
麦

を
ん
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ん
ぽ

也
、
人
と
し
て
無

レ
仁
不

レ
可
レ
有
な
り
、

㈹
聖
主
又
臨
幸
山
門
事

じ

く

評

日

、
是
正
成
が
申
た
る
事
、
今
以
て
知
る
所
也
、
善
悪
の
評
判
、
不

レ

及

ヒ
記
者
也
」
、

(43
オ
)

飼
持
明
院
殿
本
院
潜
幸

二
東
寺

一
事

ヒ

く

評

日

、
既
に
尊
氏
に
以
前

に
輪

旨
あ
り
し
上
な
れ
ば
、
東
寺

へ
の
潜
幸
も

可
な
り
、
以

レ
遣
言
ふ
則
は
、
論
旨
有
し
事
、
先
づ
非
な
り
、
ま
し
て
東
寺

葎

潜
蓑

セ

一

〇6
尊
氏
、
正
戊
馳

首
を

妻
子

の
方

へ
送
る
事
、
是
義
深
し
、

一
旦
敵
と
な

り
味
方
と
な
る
は
、
天
地
の
時
に
応

じ
て
止
事
な
く
し
て
闘
ふ
者
也
、
故
に
多
年

の
友
礼
を
不

レ
忘
事
は
、
尤
道
な
る

べ
し
、
正
行
父
の
首
を
見
て
、
母
の
歎
を
見

て
自
害
せ
ん
と
す
る
事
非
な
り
、
若

年
な
り
と
は
云

へ
共
、
正
成
が
言
を
ば
忘
れ

し
者
也
、
さ
れ
共
」
母
の
制
し

つ
る

に
依
て
止
り
し
事
は
、
幼
少
な
れ
共
勇
智
分

(狙
ウ
V

ハ　

明
な
る
故
な
る
べ
き

也
」
、

(必
オ
)



奈 良 大 学 紀 要 第23号 114

AnQtherVersionoflla茄 θ塑ゴーゐyδ幡 ゐo

-Qn7ね 茄 磁f-hyoムare-hidenshoofKy且shUUniversityLibrarywitha

reproductionofBook3andBook16

ShigeyukiNAGASAKA


